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見出し

第１章 総則 第１条 目的

第２条 定義

第３条 条例の位置付け

第２章 まちづくりの基本原則 第４条 まちづくりの基本原則

第３章 まちづくりを担う主体 第１節 市民等 第１款 市民 第５条 市民の権利

第６条 市民の責務

第２款 多様な担い手 第７条 自治会

第８条 まちづくり推進組織

第９条 子ども及び若者

第１０条 市民活動団体

第２節 議会 第１１条 議会の役割と責務

第３節 行政 第１款 市長 第１２条 市長の役割と責務

第２款 執行機関 第１３条 執行機関の役割と責務

第１４条 情報

第１５条 総合計画等

第１６条 執行機関の組織

第３款 市の職員 第１７条 市の職員の役割と責務

第４章 参加の仕組み 第１８条 参加

第１９条 住民投票

第５章 実効性の確保 第２０条 市民まちづくり会議の設置

第２１条 条例の見直し

章 節 款

瑞浪市まちづくり基本条例見出し
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　条ごとにおける各課の取組件数一覧表　条ごとにおける各課の取組件数一覧表　条ごとにおける各課の取組件数一覧表　条ごとにおける各課の取組件数一覧表

第１条 第３条 第７条 第８条 第９条 第１０条 第１３条 第１4条 第１５条 第１６条 第１７条 第１８条 第１９条 第２０条 第２１条

総務課 1111 1111 4444 1111 1111 8

企画政策課 4444 3333 2222 1111 4444 14

秘書課 2222 2

税務課 0

市民課 0

市民協働課 1111 8888 6666 4444 3333 2222 1111 1111 2222 1111 29

生活安全課 1111 1

稲津コミュニティーセンター 0

陶コミュニティーセンター 0

釜戸コミュニティーセンター 0

大湫コミュニティーセンター 0

日吉コミュニティーセンター 0

選挙管理委員会 0

社会福祉課 0

高齢福祉課 0

地域包括支援センター 1111 1

保険年金課 0

健康づくり課 0

農林課 0

商工課 0

環境課 1111 1

窯業研究所 0

クリーンセンター 0

土木課 0

都市計画課 0

上下水道課 0

教育総務課 0

学校教育課 0

学校統合推進室 0

社会教育課 1111 1111 1111 3

学校給食センター 0

スポーツ・文化課 0

消防本部 1111 1

1 1 8 7 7 3 5 8 2 2 4 8 1 2 1 60

　　※一部取組においては、複数の条に該当するため重複計上（再掲表示）しているものがあります。

　　　　　　　【市民協働課計上分】

　　　　　　・市民活動補償保険制度の設置　７条・８条・１０条（P6/Ｐ15/Ｐ28）

　　　　　　・まちづくり活動拠点施設の整備　７条・８条・１０条（P10/Ｐ16/Ｐ29）

　　　　　　・集落支援員制度の導入 ７条・８条（Ｐ12/Ｐ18）

　　　　　　・夢づくり市民活動補助制度の設置運用　９条・１０条（Ｐ22/Ｐ27）
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市民協働課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

27年度見直し

広報誌掲載
ＰＲチラシ・冊
子の作成
記念講演

広報・
ＰＲ冊子の印
刷配布

広報・
ＰＲ冊子の印
刷配布

広報・
ＰＲ冊子の印
刷配布

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

「瑞浪のまちづくり」の配布を重点とした取組みを実施しました。市民の認知度が上がるよう、今後
も継続した取組みが必要です。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

届いた声をどのように活かしていくか、さらなる活用方策について検討を進めます。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

広報みずなみやホームページによる情報発信のほか、冊子等の配布を行うことにより、引き続き
まちづくり基本条例のＰＲを行います。また、まちづくり基本条例について生涯楽習出前講座のメ
ニューに加えており、希望のある地域、団体、グループに対し講義を行うことで条例の理解を深
めます。

広報・
ＰＲ冊子の印
刷配布
生涯楽習出前
講座の実施

広報・
ＰＲ冊子の印
刷配布
生涯楽習出前
講座の実施

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

まちづくり基本条例は、平成２５年度にまちづくり条例準備委員会を設置、その後平成２６年度まちづくり基本条例は、平成２５年度にまちづくり条例準備委員会を設置、その後平成２６年度まちづくり基本条例は、平成２５年度にまちづくり条例準備委員会を設置、その後平成２６年度まちづくり基本条例は、平成２５年度にまちづくり条例準備委員会を設置、その後平成２６年度
に条例審議会を設置して策定の準備を進めてきました。この間、地域懇談会やパブリックコメに条例審議会を設置して策定の準備を進めてきました。この間、地域懇談会やパブリックコメに条例審議会を設置して策定の準備を進めてきました。この間、地域懇談会やパブリックコメに条例審議会を設置して策定の準備を進めてきました。この間、地域懇談会やパブリックコメ
ント等により条例の取組みに関して周知を図ってきましたが、十分ではありません。このため、ント等により条例の取組みに関して周知を図ってきましたが、十分ではありません。このため、ント等により条例の取組みに関して周知を図ってきましたが、十分ではありません。このため、ント等により条例の取組みに関して周知を図ってきましたが、十分ではありません。このため、
条例の施行前から、広報や、ＨＰ、ＰＲ冊子の印刷などにより条例のＰＲを行います。条例の施行前から、広報や、ＨＰ、ＰＲ冊子の印刷などにより条例のＰＲを行います。条例の施行前から、広報や、ＨＰ、ＰＲ冊子の印刷などにより条例のＰＲを行います。条例の施行前から、広報や、ＨＰ、ＰＲ冊子の印刷などにより条例のＰＲを行います。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

子どもにも条例のことを知ってもらうため、「瑞浪のまちづくり（子ども向けパンフレット）」を市内各
小学校児童（6年生を対象）に配布しました。子どもからの情報発信として、子どもが各家庭に持
ち帰り、食卓の話題として取り上げられることで親御さんにも認知がされていくことを期待していま
す。配布のみで終わってしまうのはもったいないという声があり、自分の考えを提案できるように作
成しました。
その他、各地区の区長会、まちづくり推進組織をはじめ、町民育成会議など会合の場でも「瑞浪
のまちづくり」を配布するなど条例の周知に努めました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

取り組み取り組み取り組み取り組み 条例のＰＲ

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容

広報・
ＰＲ冊子の印
刷配布
記念講演

広報・
ＰＲ冊子の印
刷配布
生涯楽習出前
講座の実施

広報・
ＰＲ冊子の印
刷配布
生涯楽習出前
講座の実施

瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

条数条数条数条数 第１条第１条第１条第１条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 目的目的目的目的

条文条文条文条文
この条例は、前文に掲げられた基本理念にのっとり、瑞浪市におけるまちづくりに関する原則この条例は、前文に掲げられた基本理念にのっとり、瑞浪市におけるまちづくりに関する原則この条例は、前文に掲げられた基本理念にのっとり、瑞浪市におけるまちづくりに関する原則この条例は、前文に掲げられた基本理念にのっとり、瑞浪市におけるまちづくりに関する原則
及び仕組み、市民の権利及び責務、議会及び行政の責務等を定め、市民主体のまちづくりを及び仕組み、市民の権利及び責務、議会及び行政の責務等を定め、市民主体のまちづくりを及び仕組み、市民の権利及び責務、議会及び行政の責務等を定め、市民主体のまちづくりを及び仕組み、市民の権利及び責務、議会及び行政の責務等を定め、市民主体のまちづくりを
推進することを目的とします。推進することを目的とします。推進することを目的とします。推進することを目的とします。

取組
番号

3



瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

2222

総務部総務課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

・条例、規則等
の制定及び改
正において、
整合性を確認
した。

・条例、規則等
の制定及び改
正において、
整合性を確認
した。

・条例、規則等
の制定及び改
正において、
整合性を確認
した。

・条例、規則等
の制定及び改
正において、
整合性を確認
した。

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

特に大きな見直しや改善はありません。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

引き続き、瑞浪市の全例規の制定及び改正において、本条例との整合を図ります。

審査段階で整
合性確認

審査段階で整
合性確認

審査段階で整
合性確認

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

瑞浪市の全例規の制定及び改正において、本条例との整合を図りました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

例規の制定・改廃において、まちづくり基本条例との整合が図られています。

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
審査段階で整
合性確認

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

①各課等は、条例・規則・要綱を制定及び改廃するにあたり、まちづくり基本条例との整合性を①各課等は、条例・規則・要綱を制定及び改廃するにあたり、まちづくり基本条例との整合性を①各課等は、条例・規則・要綱を制定及び改廃するにあたり、まちづくり基本条例との整合性を①各課等は、条例・規則・要綱を制定及び改廃するにあたり、まちづくり基本条例との整合性を
確認します。確認します。確認します。確認します。
②法令審査委員会は、法令審査委員会の審査段階で、まちづくり基本条例との整合性を確認②法令審査委員会は、法令審査委員会の審査段階で、まちづくり基本条例との整合性を確認②法令審査委員会は、法令審査委員会の審査段階で、まちづくり基本条例との整合性を確認②法令審査委員会は、法令審査委員会の審査段階で、まちづくり基本条例との整合性を確認
します。します。します。します。

審査段階で整
合性確認

条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 条例の位置付け条例の位置付け条例の位置付け条例の位置付け

条文条文条文条文 市は、他の条例等の制定及び改廃にあたっては、この条例の趣旨を尊重します。市は、他の条例等の制定及び改廃にあたっては、この条例の趣旨を尊重します。市は、他の条例等の制定及び改廃にあたっては、この条例の趣旨を尊重します。市は、他の条例等の制定及び改廃にあたっては、この条例の趣旨を尊重します。

取り組み取り組み取り組み取り組み 条例等策定時のまちづくり基本条例との整合性確認

条数条数条数条数 第３条第３条第３条第３条取組
番号

4



3333

市民協働課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

連絡調整等事
務支援

連絡調整等事
務支援

連絡調整等事
務支援

連絡調整等事
務支援

A
c
t
 

改
善

P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

条数条数条数条数 第７条第７条第７条第７条

瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 自治会自治会自治会自治会

条文条文条文条文

①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付
け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。
②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと
します。します。します。します。
③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。

取組
番号

取り組み取り組み取り組み取り組み 自治会活動支援

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
連絡調整等事
務支援

連絡調整等事
務支援

連絡調整等事
務支援

連絡調整等事
務支援

連絡調整等事
務支援

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

自治会との協働によるまちづくりを進めるため、市政協力事業交付金や市民活動補償制度等自治会との協働によるまちづくりを進めるため、市政協力事業交付金や市民活動補償制度等自治会との協働によるまちづくりを進めるため、市政協力事業交付金や市民活動補償制度等自治会との協働によるまちづくりを進めるため、市政協力事業交付金や市民活動補償制度等
による財政的支援を行います。また、自治会の連合体である連合自治会を通じて、市内自治による財政的支援を行います。また、自治会の連合体である連合自治会を通じて、市内自治による財政的支援を行います。また、自治会の連合体である連合自治会を通じて、市内自治による財政的支援を行います。また、自治会の連合体である連合自治会を通じて、市内自治
会との調整を行います。会との調整を行います。会との調整を行います。会との調整を行います。
夢づくり地域活動支援室による人的支援を行います。夢づくり地域活動支援室による人的支援を行います。夢づくり地域活動支援室による人的支援を行います。夢づくり地域活動支援室による人的支援を行います。
各区の適切な規模確保について、支援を行います。各区の適切な規模確保について、支援を行います。各区の適切な規模確保について、支援を行います。各区の適切な規模確保について、支援を行います。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

市政協力事業交付金等による財政的支援及び夢づくり地域活動支援室による人的支援を行うこ
とで自治会活動の支援を行いました。また、市と各地区の連絡調整及び情報交換の場として、連
合自治会を年6回開催しました。そのほかに自治会が行う公益活動中に発生した事故等に対し
補償ができるよう、市民活動補償制度を運用し、自治会活動の後押しを行いました。
引き続き自治会加入促進を図るため、関係窓口において転入・転居者に対しリーフレット及び加
入申込書の配布、案内を行いました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

財政的支援及び人的支援の両面により、自治会活動支援が図られています。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

小規模自治会の在り方について、検討していく必要があります。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

引き続き財政的支援及び人的支援を行うほか、市と各地区の連絡調整及び情報交換の場として
連合自治会を開催します。また、安心して自治会が公益活動等を行えるよう、補償制度を継続し
て運用します。
転入・転居者に対し、自治会加入促進リーフレット及び自治会加入申込書の配布案内をし、自
治会加入への後押しを行います。
小規模自治会の在り方についての相談に応じます。

5



瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

4444

市民協働課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

新規事業

新制度運用開
始

制度運用 制度運用 制度運用

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

条数条数条数条数 第７条第７条第７条第７条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 自治会自治会自治会自治会

条文条文条文条文

①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付
け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。
②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと
します。します。します。します。
③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。

取り組み取り組み取り組み取り組み 市民活動補償保険制度の設置（再掲あり　第7条・第８条・第１０条）

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
新制度運用開
始

制度運用 制度運用 制度運用 制度運用

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

公益活動時の補償については、これまで見舞金を支給していましたが、まちづくり活動のさらな公益活動時の補償については、これまで見舞金を支給していましたが、まちづくり活動のさらな公益活動時の補償については、これまで見舞金を支給していましたが、まちづくり活動のさらな公益活動時の補償については、これまで見舞金を支給していましたが、まちづくり活動のさらな
る活性化のために、安心して自治会活動に取り組める環境整備が必要であり、市民活動補償る活性化のために、安心して自治会活動に取り組める環境整備が必要であり、市民活動補償る活性化のために、安心して自治会活動に取り組める環境整備が必要であり、市民活動補償る活性化のために、安心して自治会活動に取り組める環境整備が必要であり、市民活動補償
制度を整備し運用します。制度を整備し運用します。制度を整備し運用します。制度を整備し運用します。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

広報みずなみ、ホームページ及び自治会ハンドブックへの掲載、チラシの配布により制度のＰＲ
を行いました。また、年度初めの各地区区長会において説明を行うなど、制度の周知に努めまし
た。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

市民の方に安心して公益活動に参加していただく環境整備が図られました。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

様々な機会をとらえて、制度を市民によりわかりやすく伝えるような継続した取組みが必要です。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

引き続き、制度周知と適正な制度運用を行います。

取組
番号

6



瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

5555

市民協働課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

要望とりまと
め、連絡調整、
結果公表

要望とりまと
め、連絡調整、
結果公表

要望とりまと
め、連絡調整、
結果公表

要望とりまと
め、連絡調整、
結果公表

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

条数条数条数条数 第７条第７条第７条第７条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 自治会自治会自治会自治会

条文条文条文条文

①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付
け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。
②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと
します。します。します。します。
③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。

取り組み取り組み取り組み取り組み 自治会からの要望意見への対応

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
要望とりまと
め、連絡調整、
結果公表

要望とりまと
め、連絡調整、
結果公表

要望とりまと
め、連絡調整、
結果公表

要望とりまと
め、連絡調整、
結果公表

要望とりまと
め、連絡調整、
結果公表

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

自治会からの要望を取りまとめて、関係課との調整を行っています。要望の取りまとめ結果に自治会からの要望を取りまとめて、関係課との調整を行っています。要望の取りまとめ結果に自治会からの要望を取りまとめて、関係課との調整を行っています。要望の取りまとめ結果に自治会からの要望を取りまとめて、関係課との調整を行っています。要望の取りまとめ結果に
ついては、分かりやすく市民へ公開します。ついては、分かりやすく市民へ公開します。ついては、分かりやすく市民へ公開します。ついては、分かりやすく市民へ公開します。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

各地区区長会からの要望を取りまとめ、対応について関係各課と調整を行いました。要望の取り
まとめ結果については、連合自治会において各地区区長会長に報告するとともに、区長会支援
職員を通じて各地区の区長会に報告を行いました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

各地区からの要望事項のとりまとめを行い、取りまとめ結果及び対応状況について各地区に報告
しました。要望書の様式整備を行うなど、必要に応じた見直しができています。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

要望元の区長に対し、早期回答できる案件については回答する、不可とした案件についてはな
ぜ不可なのか理由をわかりやすく説明するなど、きめ細やかな対応に努めるよう各課に依頼して
いきます。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

市へ要望を行う際の一助となるよう、引き続き自治会ハンドブック及び自治会ハンドブック別冊（Ｑ
＆Ａ集、各種要望事項等）の内容充実を図ります。

取組
番号

7



瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

6666

市民協働課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

情報提供
連絡調整

情報提供
連絡調整

情報提供
連絡調整

情報提供
連絡調整

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第７条第７条第７条第７条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 自治会自治会自治会自治会

条文条文条文条文

①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付
け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。
②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと
します。します。します。します。
③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。

取り組み取り組み取り組み取り組み 自治会と行政との連絡調整

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
情報提供
連絡調整

情報提供
連絡調整

情報提供
連絡調整

情報提供
連絡調整

情報提供
連絡調整

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

連合自治会を通じて、行政から市民の皆さんに情報提供をします。また、自治会と行政との協連合自治会を通じて、行政から市民の皆さんに情報提供をします。また、自治会と行政との協連合自治会を通じて、行政から市民の皆さんに情報提供をします。また、自治会と行政との協連合自治会を通じて、行政から市民の皆さんに情報提供をします。また、自治会と行政との協
働により安心安全なまちづくりを進めます。働により安心安全なまちづくりを進めます。働により安心安全なまちづくりを進めます。働により安心安全なまちづくりを進めます。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

年6回連合自治会を開催しました。市から各地区への報告や依頼、情報提供を行うとともに、各
地区の課題や近況報告、要望書の提出を受けるなど連絡調整を行いました。また、今後の瑞浪
市の課題解決に結びつくよう、先進地視察研修を行いました。
夢づくり地域活動支援室に区長会支援職員を配置し、行政と各地区区長会との連絡調整を図り
ました。また、全職員を行政連絡支援職員とし各地区への広報配布を行うとともに、直接市民の
声を聴く機会としています。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

連合自治会の場において、自治会と行政との連絡調整が図られました。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

連合自治会における行政等からの報告・依頼事項について、引き続き簡潔明瞭な資料・説明に
心がけていきます。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

自治会と行政の連絡調整を図るため、引き続き連合自治会を開催します。また、地域の課題等を
踏まえ、今後の取組みの参考となるような先進地視察研修を行います。
地域と行政が連絡を密にできるように、引き続き夢づくり地域活動支援室において区長会支援職
員及び行政連絡支援職員を配置します。

8



瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

7777

市民協働課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

新規事業

新規ハンドブッ
ク作成
配布

ハンドブック作
成
配布

ハンドブック作
成
配布

ハンドブック作
成
配布

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第７条第７条第７条第７条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 自治会自治会自治会自治会

条文条文条文条文

①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付
け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。
②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと
します。します。します。します。
③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。

取り組み取り組み取り組み取り組み 自治会ハンドブックの作成

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
新規ハンドブッ
ク作成
配布

ハンドブック更
新
配布

ハンドブック更
新
配布

ハンドブック更
新
配布

ハンドブック更
新
配布

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

自治会活動の円滑な運営のために、自治会関係者による日ごろの自治会活動の理解促進に自治会活動の円滑な運営のために、自治会関係者による日ごろの自治会活動の理解促進に自治会活動の円滑な運営のために、自治会関係者による日ごろの自治会活動の理解促進に自治会活動の円滑な運営のために、自治会関係者による日ごろの自治会活動の理解促進に
役立つハンドブックを作成し、関係者に配布します。また、別冊Ｑ＆Ａ集についても内容の見直役立つハンドブックを作成し、関係者に配布します。また、別冊Ｑ＆Ａ集についても内容の見直役立つハンドブックを作成し、関係者に配布します。また、別冊Ｑ＆Ａ集についても内容の見直役立つハンドブックを作成し、関係者に配布します。また、別冊Ｑ＆Ａ集についても内容の見直
し・更新を行います。し・更新を行います。し・更新を行います。し・更新を行います。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

自治会活動の一助となるよう、自治会ハンドブック及び別冊（Ｑ＆Ａ・様式集）を作成しました。ハ
ンドブック及び別冊は、市内の全区長会長・区長あてに配布しました。また、市ＨＰへも掲載し、
誰もが確認できるものとしました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

自治会統合再編や市民活動補償制度についての項を追加するなど、内容を見直し・更新するこ
とにより、利便性が図られています。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

毎年、内容の見直しを図り、自治会活動の一助となる内容にしていく必要があります。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

関係各課への照会を行うことにより、各種要望様式やＱ＆Ａの見直し及び更新を行います。

9



瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

8888

市民協働課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

施工・竣工 施設運用 施設運用 施設運用

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第７条第７条第７条第７条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 自治会自治会自治会自治会

条文条文条文条文

①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付
け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。
②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと
します。します。します。します。
③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。

取り組み取り組み取り組み取り組み まちづくり活動拠点施設の整備（再掲あり　第7条・第８条・第１０条）

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容 施工 供用開始 施設運用 施設運用 施設運用

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

自治会及びまちづくり推進組織の支援のため、瑞浪、土岐、明世地区の活動拠点となる施設自治会及びまちづくり推進組織の支援のため、瑞浪、土岐、明世地区の活動拠点となる施設自治会及びまちづくり推進組織の支援のため、瑞浪、土岐、明世地区の活動拠点となる施設自治会及びまちづくり推進組織の支援のため、瑞浪、土岐、明世地区の活動拠点となる施設
の整備を検討します。の整備を検討します。の整備を検討します。の整備を検討します。
稲津、釜戸、大湫、日吉、陶地区の拠点については、これまでどおり、各コミュニティセンターを稲津、釜戸、大湫、日吉、陶地区の拠点については、これまでどおり、各コミュニティセンターを稲津、釜戸、大湫、日吉、陶地区の拠点については、これまでどおり、各コミュニティセンターを稲津、釜戸、大湫、日吉、陶地区の拠点については、これまでどおり、各コミュニティセンターを
拠点施設として運用します。拠点施設として運用します。拠点施設として運用します。拠点施設として運用します。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

「夢サポの広場」において、市内各地区のまちづくり活動の情報発信をしました。各地区が工夫
を凝らして機関紙設置やポスター掲出等による情報発信を行い、情報収集をされる市民の方も
増えてきました。
まちづくり事務室は、地域の相談窓口として市民の方にご利用いただくことができました。これま
で以上に活発な打ち合わせや各種会合が行われるなど、まちづくり活動の拠点として活用されま
した。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

瑞浪地区、土岐地区、明世地区を中心に各種会合の会場として利用されるなど、まちづくり活動
の拠点施設としての認知度が上がってきているものと思われます。夢サポの広場の活用につい
て、更なる活性化が必要です。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

引き続き、施設が積極的に活用されるよう努めます。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

施設運用状況を把握しながら、夢サポの広場の充実を図ります。
引き続き、まちづくり関係の会議等において、本施設を積極的に使用します。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

9999

市民協働課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

パンフレット配
布

パンフレット配
布

パンフレット配
布

パンフレット配
布

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第７条第７条第７条第７条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 自治会自治会自治会自治会

条文条文条文条文

①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付
け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。
②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと
します。します。します。します。
③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。

取り組み取り組み取り組み取り組み 自治会加入の促進

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
パンフレット配
布

パンフレット配
布

パンフレット配
布

パンフレット配
布

パンフレット配
布

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

自治会加入促進のため、転入者などにパンフレットを配布するほか、加入しやすいよう手続き自治会加入促進のため、転入者などにパンフレットを配布するほか、加入しやすいよう手続き自治会加入促進のため、転入者などにパンフレットを配布するほか、加入しやすいよう手続き自治会加入促進のため、転入者などにパンフレットを配布するほか、加入しやすいよう手続き
を簡素化します。また、自治会加入へのインセンティヴを与える制度の検討を行います。を簡素化します。また、自治会加入へのインセンティヴを与える制度の検討を行います。を簡素化します。また、自治会加入へのインセンティヴを与える制度の検討を行います。を簡素化します。また、自治会加入へのインセンティヴを与える制度の検討を行います。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

転入者・転居者への窓口案内（リーフレット配布等）をするほか、上下水道課及び都市計画課に
おいても水道利用申込者や建築確認申請業者等への案内・呼びかけを行いました。また、移住
定住奨励金事業においても自治会加入することを条件に付すなど、加入促進に向けた取組を行
いました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

ライフスタイルの多様化等により自治会加入率は年々減少しています。加入率の飛躍的な上昇
は見込めませんが、加入率の維持に向けた取組を行うことができました。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

他市の取組みなど、自治会加入促進の参考となる事例について引き続き情報収集を行います。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

転入者等に対し自治会加入の必要性を説明することで、自治会加入の促進を図ります。また、本
人の負担を軽減するため、引き続き自治会加入申し込みチラシ提出者については、行政から区
長等への橋渡しを行います。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

10101010

市民協働課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

制度検討、設
置要綱の整備

制度運用 制度運用 制度運用

A
c
t
 

改
善

P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第７条第７条第７条第７条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 自治会自治会自治会自治会

条文条文条文条文

①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付①市は、自治会を多様な担い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付
け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。け、自治会から提出される意見及び提案を総合的に検討し、市政に反映させます。
②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと②市民及び市は、自治会の地域自治を担う重要な役割を認識し、その活動を尊重するものと
します。します。します。します。
③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。③住民は、原則として自治会へ加入するものとします。

取り組み取り組み取り組み取り組み 集落支援員制度の導入（再掲あり　第7条・第８条）

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
制度検討、設
置要綱の整備

制度運用開始 制度運用 制度運用 制度運用

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

平成２８年度の制度運用をめざし、平成２７年度中に各地区の自治会及びまちづくり推進組織平成２８年度の制度運用をめざし、平成２７年度中に各地区の自治会及びまちづくり推進組織平成２８年度の制度運用をめざし、平成２７年度中に各地区の自治会及びまちづくり推進組織平成２８年度の制度運用をめざし、平成２７年度中に各地区の自治会及びまちづくり推進組織
の状況をお聞きしながら、集落支援員設置要綱の整備等制度の検討を行います。の状況をお聞きしながら、集落支援員設置要綱の整備等制度の検討を行います。の状況をお聞きしながら、集落支援員設置要綱の整備等制度の検討を行います。の状況をお聞きしながら、集落支援員設置要綱の整備等制度の検討を行います。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

各地区の情報共有が図られるよう、集落支援員同士が情報交換をする機会を設けました。また、
課題解消に向けたスキルアップを図るため、各種研修機会の提供を行いました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

各地区がどのような課題を抱え、その解消に向けた取組みをしているのか、どのような内容の職
務を行っているかなど、情報共有が図られました。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

市内まちづくり推進組織の情報交換の場であるまちづくり推進協議会連絡会へ集落支援員も出
席してもらい、他地区との情報交換を図られるよう努めます。
課題の把握につなげられるよう、統計データなどの情報提供を行っていきます。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

各地区の運用状況を把握しながら、より実用性のある制度として運用していきます。
引き続き、集落支援員同士の連携を図ります。

12
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市民協働課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

推進協議会連
絡会開催

推進協議会連
絡会開催

推進協議会連
絡会開催

推進協議会連
絡会開催

A
c
t
 

改
善

P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

条数条数条数条数 第８条第８条第８条第８条

瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し まちづくり推進組織まちづくり推進組織まちづくり推進組織まちづくり推進組織

条文条文条文条文

①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担
い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。
②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。
③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。
④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、
尊重するとともに積極的に参加します。尊重するとともに積極的に参加します。尊重するとともに積極的に参加します。尊重するとともに積極的に参加します。
⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま
す。す。す。す。

取組
番号

取り組み取り組み取り組み取り組み
まちづくり推進組織支援
まちづくり推進協議会連絡会の開催

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
推進協議会連
絡会開催

推進協議会連
絡会開催

推進協議会連
絡会開催

推進協議会連
絡会開催

推進協議会連
絡会開催

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

各地区の組織の民主的な活動については、規約が各組織で整備されています。また、組織の各地区の組織の民主的な活動については、規約が各組織で整備されています。また、組織の各地区の組織の民主的な活動については、規約が各組織で整備されています。また、組織の各地区の組織の民主的な活動については、規約が各組織で整備されています。また、組織の
運営は総会資料により広く公開されています。運営は総会資料により広く公開されています。運営は総会資料により広く公開されています。運営は総会資料により広く公開されています。
各地区間の活動等の連絡調整及び市全域のまちづくり推進組織の活動について、まちづくり各地区間の活動等の連絡調整及び市全域のまちづくり推進組織の活動について、まちづくり各地区間の活動等の連絡調整及び市全域のまちづくり推進組織の活動について、まちづくり各地区間の活動等の連絡調整及び市全域のまちづくり推進組織の活動について、まちづくり
推進協議会連絡会を開催し、情報の共有化等を図ります。推進協議会連絡会を開催し、情報の共有化等を図ります。推進協議会連絡会を開催し、情報の共有化等を図ります。推進協議会連絡会を開催し、情報の共有化等を図ります。
ＮＰＯ法人化の相談窓口となります。ＮＰＯ法人化の相談窓口となります。ＮＰＯ法人化の相談窓口となります。ＮＰＯ法人化の相談窓口となります。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

まちづくり推進協議会連絡会を年２回（うち１回は連合自治会との意見交換会）開催しました。連
絡会の場において、各地区が現状の課題や課題解消に向けた取組状況を報告し、情報の共有
化を図りました。
夢づくり地域交付金を交付し、財政的支援を行いました。
夢づくり地域活動支援室にまちづくり支援職員を配置し、行政と各地区まちづくり組織との連絡
調整を図りました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

地域の課題解消に向けた一助となるよう、情報共有の場を提供することができました。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

各地区の意見・要望等をとりまとめ、課題解消や活性化に向けた取組みについて十分な意見交
換を行えるよう配慮します。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

各地区にとって有用になると思われる事項について、各地区から意見を集約し、連絡会の場に
おいて情報の共有を図ります。
地域と行政が連絡を密にできるように、引き続き夢づくり地域活動支援室においてまちづくり支援
職員を配置します。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

12121212

市民協働課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

制度運用 制度運用 制度運用 制度運用

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第８条第８条第８条第８条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し まちづくり推進組織まちづくり推進組織まちづくり推進組織まちづくり推進組織

条文条文条文条文

①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担
い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。
②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。
③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。
④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、
尊重するとともに積極的に参加します。尊重するとともに積極的に参加します。尊重するとともに積極的に参加します。尊重するとともに積極的に参加します。
⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま
す。す。す。す。

取り組み取り組み取り組み取り組み 夢づくり地域交付金制度の運用

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容 制度運用
制度見直し
制度運用

制度運用 制度運用
制度見直し
制度運用

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

夢づくり地域交付金制度は、３年毎を基本に地域の実情や本市を取り巻く状況の変化に応じて夢づくり地域交付金制度は、３年毎を基本に地域の実情や本市を取り巻く状況の変化に応じて夢づくり地域交付金制度は、３年毎を基本に地域の実情や本市を取り巻く状況の変化に応じて夢づくり地域交付金制度は、３年毎を基本に地域の実情や本市を取り巻く状況の変化に応じて
見直しを行います。見直しを行います。見直しを行います。見直しを行います。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

事業審査会において審査会委員から事業に対する助言・アドバイスを得て、各地区まちづくり推
進組織が行う通常事業に交付金を交付しました。事業実施後、各まちづくり推進組織におけるセ
ルフ評価やＰＤＣＡサイクルの実施を促すことで、適正に交付金事業が実施されるように指導管
理しています。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

30年度の事業については、適切に事業実施がされました。今後も制度見直しを行う中でより効果
的な事業実施ができるように検討していく必要があります。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

まちづくり推進組織が望む事業採択が行いやすいように調整の場を設けるなど展開をしていきま
す。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

ステップアップ事業の申請について、各地域に呼びかけをしていきます。

14



瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

13131313

市民協働課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

新規事業

新制度運用開
始

制度運用 制度運用 制度運用

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第８条第８条第８条第８条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し まちづくり推進組織まちづくり推進組織まちづくり推進組織まちづくり推進組織

条文条文条文条文

①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担
い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。
②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。
③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。
④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、
尊重するとともに積極的に参加します。尊重するとともに積極的に参加します。尊重するとともに積極的に参加します。尊重するとともに積極的に参加します。
⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま
す。す。す。す。

取り組み取り組み取り組み取り組み 市民活動補償保険制度の設置（再掲あり　第7条・第８条・第１０条）

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
新制度運用開
始

制度運用 制度運用 制度運用 制度運用

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

公益活動時の補償については、これまで見舞金を支給していましたが、まちづくり活動のさらな公益活動時の補償については、これまで見舞金を支給していましたが、まちづくり活動のさらな公益活動時の補償については、これまで見舞金を支給していましたが、まちづくり活動のさらな公益活動時の補償については、これまで見舞金を支給していましたが、まちづくり活動のさらな
る活性化のために、安心して自治会活動に取り組める環境整備が必要であり、市民活動補償る活性化のために、安心して自治会活動に取り組める環境整備が必要であり、市民活動補償る活性化のために、安心して自治会活動に取り組める環境整備が必要であり、市民活動補償る活性化のために、安心して自治会活動に取り組める環境整備が必要であり、市民活動補償
制度を整備し運用します。制度を整備し運用します。制度を整備し運用します。制度を整備し運用します。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

広報みずなみ、ホームページ及び自治会ハンドブックへの掲載、チラシの配布により制度のＰＲ
を行いました。また、年度初めの各地区区長会において説明を行うなど、制度の周知に努めまし
た。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

市民の方に安心して公益活動に参加していただく環境整備が図られました。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

様々な機会をとらえて、制度を市民によりわかりやすく伝えるような継続した取組みが必要です。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

引き続き、制度周知と適正な制度運用を行います。

15



瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

14141414

市民協働課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

施工・竣工 施設運用 施設運用 施設運用

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第８条第８条第８条第８条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し まちづくり推進組織まちづくり推進組織まちづくり推進組織まちづくり推進組織

条文条文条文条文

①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担
い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。
②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。
③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。
④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、
尊重するとともに積極的に参加します。尊重するとともに積極的に参加します。尊重するとともに積極的に参加します。尊重するとともに積極的に参加します。
⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま
す。す。す。す。

取り組み取り組み取り組み取り組み まちづくり活動拠点施設の整備（再掲あり　第7条・第８条・第１０条）

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容 工事 供用開始 施設運用 施設運用 施設運用

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

自治会及びまちづくり推進組織の支援のため、瑞浪、土岐、明世地区の活動拠点となる施設自治会及びまちづくり推進組織の支援のため、瑞浪、土岐、明世地区の活動拠点となる施設自治会及びまちづくり推進組織の支援のため、瑞浪、土岐、明世地区の活動拠点となる施設自治会及びまちづくり推進組織の支援のため、瑞浪、土岐、明世地区の活動拠点となる施設
の整備を検討します。の整備を検討します。の整備を検討します。の整備を検討します。
稲津、釜戸、大湫、日吉、陶地区の拠点については、これまでどおり、各コミュニティセンターを稲津、釜戸、大湫、日吉、陶地区の拠点については、これまでどおり、各コミュニティセンターを稲津、釜戸、大湫、日吉、陶地区の拠点については、これまでどおり、各コミュニティセンターを稲津、釜戸、大湫、日吉、陶地区の拠点については、これまでどおり、各コミュニティセンターを
拠点施設として運用します。拠点施設として運用します。拠点施設として運用します。拠点施設として運用します。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

「夢サポの広場」において、市内各地区のまちづくり活動の情報発信をしました。各地区が工夫
を凝らして機関紙設置やポスター掲出等による情報発信を行い、情報収集をされる市民の方も
増えてきました。
まちづくり事務室には、地域の相談窓口として市民の方にご利用いただくことができました。これ
まで以上に活発な打ち合わせや各種会合が行われるなど、まちづくり活動の拠点として活用され
ました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

瑞浪地区、土岐地区、明世地区を中心に各種会合の会場として利用されるなど、まちづくり活動
の拠点施設としての認知度が上がってきているものと思われます。夢サポの広場の活用につい
て、更なる活性化が必要です。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

引き続き、施設が積極的に活用されるよう努めます。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

施設運用状況を把握しながら、夢サポの広場の充実を図ります。
引き続き、まちづくり関係の会議等において、本施設を積極的に使用します。

16



瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

15151515

市民協働課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

広報・HPへの
情報掲載

広報・HPへの
情報掲載

広報・HPへの
情報掲載

広報・HPへの
情報掲載

A
c
t
 

改
善

P

l

a

n

　

次

年

度

計

画

取組
番号

条数条数条数条数 第８条第８条第８条第８条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し まちづくり推進組織まちづくり推進組織まちづくり推進組織まちづくり推進組織

条文条文条文条文

①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担
い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。
②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。
③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。
④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、
尊重するとともに積極的に参加します。尊重するとともに積極的に参加します。尊重するとともに積極的に参加します。尊重するとともに積極的に参加します。
⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま
す。す。す。す。

取り組み取り組み取り組み取り組み まちづくり推進組織の活動等についての情報提供

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
広報・HPへの
情報掲載

広報・HPへの
情報掲載

広報・HPへの
情報掲載

広報・HPへの
情報掲載

広報・HPへの
情報掲載

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

広報、ＨＰ等によりまちづくり推進組織等の活動を紹介します。また、各組織の発信する情報広報、ＨＰ等によりまちづくり推進組織等の活動を紹介します。また、各組織の発信する情報広報、ＨＰ等によりまちづくり推進組織等の活動を紹介します。また、各組織の発信する情報広報、ＨＰ等によりまちづくり推進組織等の活動を紹介します。また、各組織の発信する情報
（まちづくり組織の広報等）についても、配布等に協力します。（まちづくり組織の広報等）についても、配布等に協力します。（まちづくり組織の広報等）についても、配布等に協力します。（まちづくり組織の広報等）についても、配布等に協力します。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

広報みずなみ及びホームページにおいて、夢づくり地域交付金で行われる事業の紹介や行わ
れた事業の報告を行いました。また、各地区においては、各地域のまちづくりホームページの運
営やフェィスブックを利用した情報発信、まちづくり新聞の発行などが行われました。市役所西分
庁舎の「夢サポの広場」においては、各地区のイベント情報を掲示するなど、様々な手法により市
民に情報の発信を行いました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

まちづくり推進組織は、それぞれの地区で機関紙を作成するなど情報発信を行っています。市
は夢サポの広場を整備し、各地区の情報発信の場所、機会の提供を行いました。引き続き、市
ホームページのイベントカレンダーの活用をするなど、市とまちづくり推進組織で連携した情報発
信を行っていきます。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

西分庁舎「夢サポの広場」の運用状況を把握しながら、幅広い情報発信の手法を検討します。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

引き続き、広報及びホームページでの情報発信を行うほか、「夢サポの広場」を有効活用した情
報発信に努めます。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

16161616

市民協働課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

制度検討、設
置要綱の整備

制度運用 制度運用 制度運用

A
c
t
 

改
善

P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第８条第８条第８条第８条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し まちづくり推進組織まちづくり推進組織まちづくり推進組織まちづくり推進組織

条文条文条文条文

①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担
い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。
②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。
③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。
④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、
尊重するとともに積極的に参加します。尊重するとともに積極的に参加します。尊重するとともに積極的に参加します。尊重するとともに積極的に参加します。
⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま
す。す。す。す。

取り組み取り組み取り組み取り組み 集落支援員制度の導入（再掲あり　第7条・第８条）

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
制度検討、設
置要綱の整備

制度運用開始 制度運用 制度運用 制度運用

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

平成２８年度の制度運用をめざし、平成２７年度中に各地区の自治会及びまちづくり推進組織平成２８年度の制度運用をめざし、平成２７年度中に各地区の自治会及びまちづくり推進組織平成２８年度の制度運用をめざし、平成２７年度中に各地区の自治会及びまちづくり推進組織平成２８年度の制度運用をめざし、平成２７年度中に各地区の自治会及びまちづくり推進組織
の状況をお聞きしながら、集落支援員設置要綱の整備等制度の検討を行います。の状況をお聞きしながら、集落支援員設置要綱の整備等制度の検討を行います。の状況をお聞きしながら、集落支援員設置要綱の整備等制度の検討を行います。の状況をお聞きしながら、集落支援員設置要綱の整備等制度の検討を行います。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

各地区の情報共有が図られるよう、集落支援員同士が情報交換をする機会を設けました。また、
課題解消に向けたスキルアップを図るため、各種研修機会の提供を行いました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

各地区がどのような課題を抱え、その解消に向けた取組みをしているのか、どのような内容の職
務を行っているかなど、情報共有が図られました。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

市内まちづくり推進組織の情報交換の場であるまちづくり推進協議会連絡会へ集落支援員も出
席してもらい、他地区との情報交換を図ります。
課題の把握につなげられるよう、統計データなどの情報提供を行っていきます。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

各地区の運用状況を把握しながら、より実用性のある制度として運用していきます。
引き続き、集落支援員同士の連携を図ります。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

17171717

社会教育課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

27年度見直し 29年度見直し

大湫公民館
導入の検討・
仕様書作成

大湫公民館
仕様書決定・
制度導入

地区公民館の
制度運用

地区公民館の
制度運用

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第８条第８条第８条第８条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し まちづくり推進組織まちづくり推進組織まちづくり推進組織まちづくり推進組織

条文条文条文条文

①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担①市は、次の表に定める各地区において、市長が認める一のまちづくり推進組織を多様な担
い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。い手によるまちづくりの中心的な役割を果たす組織として位置付けます。
②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。②まちづくり推進組織は、運営ルールを明確にし、民主的な活動を行います。
③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。③まちづくり推進組織は、地域の住民が参加しやすいように活動を行います。
④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、④地域の住民は、まちづくり推進組織が地域のまちづくりにおいて果たしている役割を認識し、
尊重するとともに積極的に参加します。尊重するとともに積極的に参加します。尊重するとともに積極的に参加します。尊重するとともに積極的に参加します。
⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま⑤行政は、まちづくり推進組織がその機能及び役割を十分発揮できるよう必要な施策を講じま
す。す。す。す。

取り組み取り組み取り組み取り組み 地区公民館指定管理者制度運用

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
大湫公民館
地元協議

大湫公民館
仕様書決定・
制度導入

大湫公民館
導入の検討・
仕様書作成・
決定

地区公民館制
度運用

地区公民館制
度運用

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

地域活動の活性化のため、地区公民館のまちづくり推進組織による指定管理者制度を推進し地域活動の活性化のため、地区公民館のまちづくり推進組織による指定管理者制度を推進し地域活動の活性化のため、地区公民館のまちづくり推進組織による指定管理者制度を推進し地域活動の活性化のため、地区公民館のまちづくり推進組織による指定管理者制度を推進し
ます。ます。ます。ます。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

５地区すべての地区公民館において指定管理者制度を導入し、まちづくり推進組織による管理
運営が行われました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

それぞれの地区公民館において、地域独自の課題に対応できるよう内容を検討し、地域住民の
理解を得ながら、まちづくり推進組織により適正に管理運営が行われています。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

特になし

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

地域の生涯学習活動の拠点として、実情に合わせて運用されるよう指導や助言を行います。
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18181818

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

29年度見直し

公民館事業の
周知と青少年
育成団体への
働きかけ

公民館事業の
周知と青少年
育成団体への
働きかけ

公民館事業の
情報提供と青
少年育成団体
への働きかけ

公民館事業の
情報提供と青
少年育成団体
への働きかけ

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

条数条数条数条数 第９条第９条第９条第９条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 子ども及び若者子ども及び若者子ども及び若者子ども及び若者

条文条文条文条文

①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち
づくりに参加することができます。づくりに参加することができます。づくりに参加することができます。づくりに参加することができます。
②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚
を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。
③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。

取組
番号

取り組み取り組み取り組み取り組み 子ども及び若者のまちづくりへの参加促進

担当課担当課担当課担当課 市民協働課
社会教育課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容

公民館事業の
周知と青少年
育成団体への
働きかけ

公民館事業の
周知と青少年
育成団体への
働きかけ

公民館事業の
周知と青少年
育成団体への
働きかけ

公民館事業の
情報提供と青
少年育成団体
への働きかけ

公民館事業の
情報提供と青
少年育成団体
への働きかけ

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

子ども及び若者に各地区のまちづくり推進組織、公民館及び子ども会等の活動を通したまちづ子ども及び若者に各地区のまちづくり推進組織、公民館及び子ども会等の活動を通したまちづ子ども及び若者に各地区のまちづくり推進組織、公民館及び子ども会等の活動を通したまちづ子ども及び若者に各地区のまちづくり推進組織、公民館及び子ども会等の活動を通したまちづ
くり活動への参加を促進します。くり活動への参加を促進します。くり活動への参加を促進します。くり活動への参加を促進します。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

公民館事業について学校や青少年育成団体へ情報提供し、子ども及び若者の参加について働
きかけました。また、ボランティアとして活躍できる場の提供に努めました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

市内６公民館において　実施されている事業に子ども及び若者が参加し、また、ボランティアとし
ても活躍しています。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

より多くの子ども及び若者が地域の人とのふれあいやボランティア活動など活躍の場の創設が必
要です。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

子ども及び若者にとって魅力のある事業を実施し、ボランティア等スタッフとして活躍できる場を
提供します。学校、青少年育成団体、公民館とが事業の日程を調整するなど無理なく参加できる
よう連携を強化します。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

19191919

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

新規事業

パンフレット作
成

パンフレット配
布

パンフレット更
新、配布

パンフレット更
新、配布

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第９条第９条第９条第９条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 子ども及び若者子ども及び若者子ども及び若者子ども及び若者

条文条文条文条文

①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち
づくりに参加することができます。づくりに参加することができます。づくりに参加することができます。づくりに参加することができます。
②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚
を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。
③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。

取り組み取り組み取り組み取り組み 子ども向けまちづくり活動啓発パンフレットの作成、配布

担当課担当課担当課担当課 市民協働課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

一般向けの条例啓発パンフレットとは別に、子どもを対象とした啓発パンフレットを作成しま一般向けの条例啓発パンフレットとは別に、子どもを対象とした啓発パンフレットを作成しま一般向けの条例啓発パンフレットとは別に、子どもを対象とした啓発パンフレットを作成しま一般向けの条例啓発パンフレットとは別に、子どもを対象とした啓発パンフレットを作成しま
す。す。す。す。

パンフレット作
成、配布

パンフレット更
新、配布

パンフレット更
新、配布

パンフレット更
新、配布

パンフレット更
新、配布

備　　　考

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

市内小学校６年生を対象に配布し、社会科の授業の教材として活用していただくほか、希望の
あった中学校にも配布を行いました。また、各種会合等でも配布を行い、広く市民の方に条例を
知っていただけるよう周知に努めました。
子どもたちの想いや意見が提案として出せるように、パンフレットにハガキサイズの様式を整えま
した。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

子どもに限らず各種会合等で大人にも配布するなど、パンフレットを使用しての条例周知が図ら
れました。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

子どもたちから提案された意見の集約、活用法について検討します。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

引き続き、小中学校の学習の中でパンフレット活用をしていただくように呼びかけます。
本パンフレットは、子どもも理解できるような内容で作成しているため、誰もが理解できるものと
なっています。生涯楽習出前講座や条例研修等の機会においても活用をしていきます。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

20202020

市民協働課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

新規事業

制度運用開始 制度運用 制度運用 制度運用

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第９条第９条第９条第９条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 子ども及び若者子ども及び若者子ども及び若者子ども及び若者

条文条文条文条文

①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち
づくりに参加することができます。づくりに参加することができます。づくりに参加することができます。づくりに参加することができます。
②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚
を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。
③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。

取り組み取り組み取り組み取り組み 夢づくり市民活動補助制度の設置運用（再掲あり　第９条・第１０条）

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容 制度運用開始 制度運用 制度運用 制度運用 制度運用

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

夢づくり市民活動補助制度として、各地区のまちづくり推進組織以外の地域を限定しない市内夢づくり市民活動補助制度として、各地区のまちづくり推進組織以外の地域を限定しない市内夢づくり市民活動補助制度として、各地区のまちづくり推進組織以外の地域を限定しない市内夢づくり市民活動補助制度として、各地区のまちづくり推進組織以外の地域を限定しない市内
の市民活動団体が行う公益活動に補助を行います。の市民活動団体が行う公益活動に補助を行います。の市民活動団体が行う公益活動に補助を行います。の市民活動団体が行う公益活動に補助を行います。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

31年度事業について、12月に広報みずなみ及びホームページにおいて募集を行い、3月に事業
審査会を開催しました。合計4団体4事業を採択し、補助金交付の内定を行いました。
また、活用回数に制限を設けるなど、制度の見直しを実施しました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

昨年度は6団体6事業（うち3団体が新規）が申請されましたが、今年度は4団体4事業の申請とな
りました。市民の参加のみにとどまらず、中には、他市や県外からも人を呼び込むような事業が実
施され、地域の活性化が図られました。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

運用状況をみながら制度の見直しを図ります。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

引き続き、公益的な活動を実施する多くの市民活動団体に制度を活用してもらえるよう、適正に
制度運用します。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

21212121

市民協働課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

新規事業

制度運用開始
研究室設置、
研修

研修
事業提案

研修
事業実施

研修
事業実施

A
c
t
 

改
善

P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第９条第９条第９条第９条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 子ども及び若者子ども及び若者子ども及び若者子ども及び若者

条文条文条文条文

①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち
づくりに参加することができます。づくりに参加することができます。づくりに参加することができます。づくりに参加することができます。
②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚
を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。
③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。

取り組み取り組み取り組み取り組み 夢づくりチャレンジ研究室設置

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
制度運用開始
研究室設置、
研修

研修
事業提案

研修
事業実施
事業提案

研修
事業実施
事業提案

研修
事業実施

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

まちづくりへの若者の参加を促進するため、まちづくり推進組織や市の実施するまちづくり事業まちづくりへの若者の参加を促進するため、まちづくり推進組織や市の実施するまちづくり事業まちづくりへの若者の参加を促進するため、まちづくり推進組織や市の実施するまちづくり事業まちづくりへの若者の参加を促進するため、まちづくり推進組織や市の実施するまちづくり事業
に関する提案と実行を担う若者を中心とした研究室を設置します。に関する提案と実行を担う若者を中心とした研究室を設置します。に関する提案と実行を担う若者を中心とした研究室を設置します。に関する提案と実行を担う若者を中心とした研究室を設置します。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

3期生2チーム18名が活動をしました。
3期生が提案した事業が3地区から採択され、今後、それぞれのチームが各地区と連携して事業
を展開していきます。
研究員の交流を深める意味も含め、他市での取組を学ぶ研修機会の提供を行いました。また、
卒業研究員が中間発表に参加しアドバイスを行うなど、人材発掘・人材育成の面でも事業効果
がみられました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

3期生は瑞浪高校から多くの生徒の参加が得られ、若者ならではの意見が提案されることが期待
されます。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

研究員が負担に感じることなく活動を行っていける活動体制を見直していく必要があります。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

地域と密着した、活性化に向けた活動など、若者のまちづくりへの新たな活動体制について検討
していきます。

23



瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

22222222

市民協働課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

新規事業

制度検討 制度検討 制度運用 制度運用

A
c
t
 

改
善

P

l

a

n

　

次

年

度

計

画

取組
番号

条数条数条数条数 第９条第９条第９条第９条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 子ども及び若者子ども及び若者子ども及び若者子ども及び若者

条文条文条文条文

①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち
づくりに参加することができます。づくりに参加することができます。づくりに参加することができます。づくりに参加することができます。
②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚
を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。
③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。

取り組み取り組み取り組み取り組み 夢づくり地域交付金に若者枠を新たに拡充

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容 制度検討 制度検討 制度運用開始 制度運用 制度運用

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

夢づくりチャレンジ研究室の提案事業や地域で若者を対象にした事業の実施について、夢づく夢づくりチャレンジ研究室の提案事業や地域で若者を対象にした事業の実施について、夢づく夢づくりチャレンジ研究室の提案事業や地域で若者を対象にした事業の実施について、夢づく夢づくりチャレンジ研究室の提案事業や地域で若者を対象にした事業の実施について、夢づく
り地域交付金の拡充を検討します。り地域交付金の拡充を検討します。り地域交付金の拡充を検討します。り地域交付金の拡充を検討します。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

チャレンジ研究室提案事業について、事業採択をした地区にはそれぞれ30万円を上限とした加
算金交付を行いました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

チャレンジ研究室提案事業がより多くのまちづくり推進組織で採択されるよう、制度活用について
情報周知を行いました。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

取組方法を見直していく必要があります。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

地域と密着した、活性化に向けた活動など、若者のまちづくりへの新たな活動体制について検討
していきます。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

23232323

環境課 　

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

・土岐川清掃
案内(中京高
校・瑞浪高校)
・松野湖クリー
ン作戦案内(平
岩花の木子供
会)

・土岐川清掃
案内(中京高
校・瑞浪高校)
・松野湖クリー
ン作戦案内(平
岩花の木子供
会)

・土岐川清掃
案内(中京高
校・瑞浪高校)
・松野湖クリー
ン作戦案内(平
岩花の木子供
会)

・土岐川清掃
案内(中京高
校・瑞浪高校)
・松野湖クリー
ン作戦案内(平
岩花の木子供
会)

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第９条第９条第９条第９条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 子ども及び若者子ども及び若者子ども及び若者子ども及び若者

条文条文条文条文

①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち
づくりに参加することができます。づくりに参加することができます。づくりに参加することができます。づくりに参加することができます。
②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚
を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。
③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。

取り組み取り組み取り組み取り組み 子どもや若者の土岐川清掃、松野湖クリーン作戦への参加

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
・土岐川清掃への参加案内(中京高校・瑞浪高校)
・松野湖クリーン作戦への参加案内(瑞浪市平岩花の木子供会等)

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

土岐川清掃や松野湖クリーン作戦に子どもや若者が参加できる体制を継続していきます。土岐川清掃や松野湖クリーン作戦に子どもや若者が参加できる体制を継続していきます。土岐川清掃や松野湖クリーン作戦に子どもや若者が参加できる体制を継続していきます。土岐川清掃や松野湖クリーン作戦に子どもや若者が参加できる体制を継続していきます。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

土岐川河川清掃（6月3日開催）において、中京高校と瑞浪高校に参加の案内をして、高校生の
参加を図りました。
なお、松野湖クリーン作戦（11月18日開催）における平岩花の木子供会は、学校行事である資源
回収と重なった為、不参加となりました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

学校行事等と重なった為、参加人数の減少は見られましたが、他の団体や自治会の協力により、
滞りなく開催することができました。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

子どもや若者が参加する意味を説くと同時に、参加者の更なる安全確保に取り組みます。
開催時期について検討します。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

高校の担当者に土岐川河川清掃説明会に出席していただき、子どもや若者の参加の必要性を
説明すると同時に、安全対策などの説明を行います。
パッカー車に同乗する動員職員に対し、操作方法を十分に熟知させ、事故が発生しないように
努めます。
松野湖クリーン作戦の開催日を決定するにあたり、子どもや若者が参加する他のイベントと重複
しないように努めます。また、開催日の連絡については、可能な限り早く連絡します。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

24242424

消防本部

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

27年度見直し

・ＤＩＧ訓練
・応急手当講
習
・社会見学
・職場体験

・ＤＩＧ訓練
・応急手当講
習
・社会見学
・職場体験

・DIG等訓練
・応急手当講
習
・社会見学
・職場体験

・DIG等訓練
・応急手当講
習
・社会見学
・職場体験

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第９条第９条第９条第９条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 子ども及び若者子ども及び若者子ども及び若者子ども及び若者

条文条文条文条文

①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち①子ども（市民のうち、１８歳未満の者をいいます。）は、地域社会の一員として尊重され、まち
づくりに参加することができます。づくりに参加することができます。づくりに参加することができます。づくりに参加することができます。
②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚②若者(市民のうち、１８歳以上３０歳未満の者をいいます。)は、地域社会の一員としての自覚
を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。を持ち、まちづくりへの参加に努めるものとします。
③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。③市は、子どもや若者がまちづくりに参加できる環境整備に努めるものとします。

取り組み取り組み取り組み取り組み
小学生、中学生、高校生を対象とした応急手当の普及啓発
幼児、小学生による一日消防士（防災体験学習会）の開催

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容

開催広報
応急手当講習
会、防災体験
学習会等実施

応急手当講習
会、防災体験
学習会実施

応急手当講習
会、防災体験
学習会等実施

応急手当講習
会、防災体験
学習会等実施

応急手当講習
会、防災体験
学習会等実施

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

平成26年度中、小中高校生328人に応急手当講習を行いました。平成26年度中、小中高校生328人に応急手当講習を行いました。平成26年度中、小中高校生328人に応急手当講習を行いました。平成26年度中、小中高校生328人に応急手当講習を行いました。
幼少期から命の大切さや応急手当の重要性を根付かせることで、応急手当の普及、救命率の幼少期から命の大切さや応急手当の重要性を根付かせることで、応急手当の普及、救命率の幼少期から命の大切さや応急手当の重要性を根付かせることで、応急手当の普及、救命率の幼少期から命の大切さや応急手当の重要性を根付かせることで、応急手当の普及、救命率の
向上に大きな効果が期待できます。また、防災体験学習も同様で、日頃の備えや助け合いが向上に大きな効果が期待できます。また、防災体験学習も同様で、日頃の備えや助け合いが向上に大きな効果が期待できます。また、防災体験学習も同様で、日頃の備えや助け合いが向上に大きな効果が期待できます。また、防災体験学習も同様で、日頃の備えや助け合いが
いかに大切かを事例等から学習する場を提供します。いかに大切かを事例等から学習する場を提供します。いかに大切かを事例等から学習する場を提供します。いかに大切かを事例等から学習する場を提供します。
参加者の募集や申込みによる各種講習会（出前講座）を実施すると共に、市内中学生の職場参加者の募集や申込みによる各種講習会（出前講座）を実施すると共に、市内中学生の職場参加者の募集や申込みによる各種講習会（出前講座）を実施すると共に、市内中学生の職場参加者の募集や申込みによる各種講習会（出前講座）を実施すると共に、市内中学生の職場
体験、小学４年生の社会見学及び児童・幼児の施設見学等を継続して行います。体験、小学４年生の社会見学及び児童・幼児の施設見学等を継続して行います。体験、小学４年生の社会見学及び児童・幼児の施設見学等を継続して行います。体験、小学４年生の社会見学及び児童・幼児の施設見学等を継続して行います。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

平成30年度中、応急手当講習を小学生121人、中学生132人、高校生445人及び大学生67人の
計765人に対して実施し、応急手当の必要性を啓発しました。また、授業の一環として、みずなみ
防災会及び市生活安全課と協働し、小中学生270人を対象にＤＩＧ（災害図上訓練）等を行い、
自分たちの地域の危険箇所等を再確認するとともに、防災について学習しました。その他に5人
の中学生が消防署職場体験学習を、309人の小学生と206人の幼児（親含む）等が消防署の見
学を行いました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

応急手当講習、DIG等訓練を引き続き実施しました。今後も受講生のニーズに合った講習内容と
なるよう努めます。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

少しでも多くの方に受講していただけるよう積極的に働きかける必要があります。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

子どもや若者の心に命の大切さや応急手当の必要性、防災への備えや助け合いの気持ちが少
しでも根付くよう、限られた時間の中で分かりやすく記憶に残る応急手当講習会、防災体験学習
会となるよう努めます。
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25252525

市民協働課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

新規事業

制度運用開始 制度運用 制度運用 制度運用

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

条数条数条数条数 第10条第10条第10条第10条

瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 市民活動団体市民活動団体市民活動団体市民活動団体

条文条文条文条文
ボランティア団体、特定非営利活動法人その他市内で自主的に公益活動を行う市民活動団体ボランティア団体、特定非営利活動法人その他市内で自主的に公益活動を行う市民活動団体ボランティア団体、特定非営利活動法人その他市内で自主的に公益活動を行う市民活動団体ボランティア団体、特定非営利活動法人その他市内で自主的に公益活動を行う市民活動団体
は、まちづくりに関する活動において、行政から支援を受けることができます。は、まちづくりに関する活動において、行政から支援を受けることができます。は、まちづくりに関する活動において、行政から支援を受けることができます。は、まちづくりに関する活動において、行政から支援を受けることができます。

取組
番号

取り組み取り組み取り組み取り組み 夢づくり市民活動補助制度の設置運用（再掲あり　第９条・第１０条）

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容 制度運用開始 制度運用 制度運用 制度運用 制度運用

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

夢づくり市民活動補助制度として、各地区のまちづくり推進組織以外の地域を限定しない市内夢づくり市民活動補助制度として、各地区のまちづくり推進組織以外の地域を限定しない市内夢づくり市民活動補助制度として、各地区のまちづくり推進組織以外の地域を限定しない市内夢づくり市民活動補助制度として、各地区のまちづくり推進組織以外の地域を限定しない市内
の市民活動団体が行う公益活動に補助を行います。の市民活動団体が行う公益活動に補助を行います。の市民活動団体が行う公益活動に補助を行います。の市民活動団体が行う公益活動に補助を行います。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

31年度事業について、12月に広報みずなみ及びホームページにおいて募集を行い、3月に事業
審査会を開催しました。合計4団体4事業を採択し、補助金交付の内定を行いました。
また、活用回数に制限を設けるなど、制度の見直しを実施しました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

昨年度は6団体6事業（うち3団体が新規）が申請されましたが、今年度は4団体4事業の申請とな
りました。市民の参加のみにとどまらず、中には、他市や県外からも人を呼び込むような事業が実
施され、地域の活性化が図られました。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

運用状況をみながら制度の見直しを図ります。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

引き続き、公益事業を実施する多くの市民活動団体に制度を活用してもらえるよう、適正に制度
運用します。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

26262626

市民協働課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

新規事業

新制度運用開
始

制度運用 制度運用 制度運用

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第10条第10条第10条第10条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 市民活動団体市民活動団体市民活動団体市民活動団体

条文条文条文条文
ボランティア団体、特定非営利活動法人その他市内で自主的に公益活動を行う市民活動団体ボランティア団体、特定非営利活動法人その他市内で自主的に公益活動を行う市民活動団体ボランティア団体、特定非営利活動法人その他市内で自主的に公益活動を行う市民活動団体ボランティア団体、特定非営利活動法人その他市内で自主的に公益活動を行う市民活動団体
は、まちづくりに関する活動において、行政から支援を受けることができます。は、まちづくりに関する活動において、行政から支援を受けることができます。は、まちづくりに関する活動において、行政から支援を受けることができます。は、まちづくりに関する活動において、行政から支援を受けることができます。

取り組み取り組み取り組み取り組み 市民活動補償保険制度の設置（再掲あり　第7条・第８条・第１０条）

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
新制度運用開
始

制度運用 制度運用 制度運用 制度運用

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

公益活動時の補償については、これまで見舞金を支給していましたが、まちづくり活動のさらな公益活動時の補償については、これまで見舞金を支給していましたが、まちづくり活動のさらな公益活動時の補償については、これまで見舞金を支給していましたが、まちづくり活動のさらな公益活動時の補償については、これまで見舞金を支給していましたが、まちづくり活動のさらな
る活性化のために、安心して自治会活動に取り組める環境整備が必要であり、市民活動補償る活性化のために、安心して自治会活動に取り組める環境整備が必要であり、市民活動補償る活性化のために、安心して自治会活動に取り組める環境整備が必要であり、市民活動補償る活性化のために、安心して自治会活動に取り組める環境整備が必要であり、市民活動補償
制度を整備し運用します。制度を整備し運用します。制度を整備し運用します。制度を整備し運用します。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

広報みずなみ、ホームページ及び自治会ハンドブックへの掲載、チラシの配布により制度のＰＲ
を行いました。また、年度初めの各地区区長会において説明を行うなど、制度の周知に努めまし
た。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

市民の方に安心して公益活動に参加していただく環境整備が図られました。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

様々な機会をとらえて、制度を市民にわかりやすく伝えるような継続した取組みが必要です。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

引き続き、制度周知と適正な制度運用を行います。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

27272727

市民協働課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

施工・竣工 施設運用 施設運用 施設運用

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第10条第10条第10条第10条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 市民活動団体市民活動団体市民活動団体市民活動団体

条文条文条文条文
ボランティア団体、特定非営利活動法人その他市内で自主的に公益活動を行う市民活動団体ボランティア団体、特定非営利活動法人その他市内で自主的に公益活動を行う市民活動団体ボランティア団体、特定非営利活動法人その他市内で自主的に公益活動を行う市民活動団体ボランティア団体、特定非営利活動法人その他市内で自主的に公益活動を行う市民活動団体
は、まちづくりに関する活動において、行政から支援を受けることができます。は、まちづくりに関する活動において、行政から支援を受けることができます。は、まちづくりに関する活動において、行政から支援を受けることができます。は、まちづくりに関する活動において、行政から支援を受けることができます。

取り組み取り組み取り組み取り組み まちづくり活動拠点施設の整備（再掲あり　第7条・第８条・第１０条）

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容 工事 供用開始 施設運用 施設運用 施設運用

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

市内でまちづくり活動を行う団体が情報交換や交流を行う活動の拠点がありません。市民活市内でまちづくり活動を行う団体が情報交換や交流を行う活動の拠点がありません。市民活市内でまちづくり活動を行う団体が情報交換や交流を行う活動の拠点がありません。市民活市内でまちづくり活動を行う団体が情報交換や交流を行う活動の拠点がありません。市民活
動の支援や、情報提供を行う市全域のまちづくり活動の拠点となる施設の整備を進めます。動の支援や、情報提供を行う市全域のまちづくり活動の拠点となる施設の整備を進めます。動の支援や、情報提供を行う市全域のまちづくり活動の拠点となる施設の整備を進めます。動の支援や、情報提供を行う市全域のまちづくり活動の拠点となる施設の整備を進めます。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

「夢サポの広場」において、市内各地区のまちづくり活動の情報発信をしました。各地区が工夫
を凝らして機関紙設置やポスター掲出等による情報発信を行い、情報収集をされる市民の方も
増えてきました。
まちづくり事務室には、地域の相談窓口として市民の方にご利用いただくことができました。これ
まで以上に活発な打ち合わせや各種会合が行われるなど、まちづくり活動の拠点として活用され
ました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

瑞浪地区、土岐地区、明世地区を中心に各種会合の会場として利用されるなど、まちづくり活動
の拠点施設としての認知度が上がってきているものと思われます。夢サポの広場の活用につい
て、更なる活性化が必要です。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

引き続き、施設が積極的に活用されるよう努めます。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

施設運用状況を把握しながら、夢サポの広場の充実を図ります。
引き続き、まちづくり関係の会議等において、本施設を積極的に使用します。
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28282828

総務部総務課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

改正した行政
手続条例の施
行

審査請求に対
する体制の整
備

審査請求に対
する体制の整
備

審査請求に対
する体制の整
備

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

条数条数条数条数 第13条第13条第13条第13条

瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 執行機関の役割と責務執行機関の役割と責務執行機関の役割と責務執行機関の役割と責務

条文条文条文条文
①執行機関は、公正、誠実、迅速に行政活動を実施します。①執行機関は、公正、誠実、迅速に行政活動を実施します。①執行機関は、公正、誠実、迅速に行政活動を実施します。①執行機関は、公正、誠実、迅速に行政活動を実施します。
②執行機関は、市民の意思を的確に把握するとともに、常に市民の立場に立ち、効率的かつ②執行機関は、市民の意思を的確に把握するとともに、常に市民の立場に立ち、効率的かつ②執行機関は、市民の意思を的確に把握するとともに、常に市民の立場に立ち、効率的かつ②執行機関は、市民の意思を的確に把握するとともに、常に市民の立場に立ち、効率的かつ
効果的に行政活動を行います。効果的に行政活動を行います。効果的に行政活動を行います。効果的に行政活動を行います。

取組
番号

取り組み取り組み取り組み取り組み 行政手続条例の適正な運用

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容

新制度の周知
及び規則等に
おける様式の
改正

職員向け研修
と市民向けＰＲ

職員向け研修
と市民向けＰＲ

職員向け研修
と市民向けＰＲ

職員向け研修
と市民向けＰＲ

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

行政手続法の改正に沿った、行政手続条例の改正を行います。また、行政指導の中止等の求行政手続法の改正に沿った、行政手続条例の改正を行います。また、行政指導の中止等の求行政手続法の改正に沿った、行政手続条例の改正を行います。また、行政指導の中止等の求行政手続法の改正に沿った、行政手続条例の改正を行います。また、行政指導の中止等の求
め等、新制度への移行を円滑に進めるため、職員及び市民への周知を図ります。め等、新制度への移行を円滑に進めるため、職員及び市民への周知を図ります。め等、新制度への移行を円滑に進めるため、職員及び市民への周知を図ります。め等、新制度への移行を円滑に進めるため、職員及び市民への周知を図ります。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

行政不服審査法に基づく審査請求に対応するため、関係職員と学習会を行い、適切な処理をし
ました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

審査請求に対する体制を整え、適切な対応をすることができています。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

情報収集を継続し、行政手続条例とも整合を取った総合的な体制を作ることが必要です。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

情報収集を継続し、行政手続条例との整合も検討していきます。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

29292929

企画政策課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

第5次行政改
革大綱策定・
改革の推進

改革の推進 改革の推進 改革の推進

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第13条第13条第13条第13条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 執行機関の役割と責務執行機関の役割と責務執行機関の役割と責務執行機関の役割と責務

条文条文条文条文
①執行機関は、公正、誠実、迅速に行政活動を実施します。①執行機関は、公正、誠実、迅速に行政活動を実施します。①執行機関は、公正、誠実、迅速に行政活動を実施します。①執行機関は、公正、誠実、迅速に行政活動を実施します。
②執行機関は、市民の意思を的確に把握するとともに、常に市民の立場に立ち、効率的かつ②執行機関は、市民の意思を的確に把握するとともに、常に市民の立場に立ち、効率的かつ②執行機関は、市民の意思を的確に把握するとともに、常に市民の立場に立ち、効率的かつ②執行機関は、市民の意思を的確に把握するとともに、常に市民の立場に立ち、効率的かつ
効果的に行政活動を行います。効果的に行政活動を行います。効果的に行政活動を行います。効果的に行政活動を行います。

取り組み取り組み取り組み取り組み 行政改革の促進と評価

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
第5次行政改
革大綱策定・
改革の推進

改革の推進 改革の推進 改革の推進

改革の推進・
第6次行政改
革大綱策定
準備開始

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

平成２７年度は、第４次行政改革の最終年度となり、第４次行政改革の評価も含めて平成２８平成２７年度は、第４次行政改革の最終年度となり、第４次行政改革の評価も含めて平成２８平成２７年度は、第４次行政改革の最終年度となり、第４次行政改革の評価も含めて平成２８平成２７年度は、第４次行政改革の最終年度となり、第４次行政改革の評価も含めて平成２８
年度から平成３２年度までを計画期間とする第５次行政改革大綱を策定します。年度から平成３２年度までを計画期間とする第５次行政改革大綱を策定します。年度から平成３２年度までを計画期間とする第５次行政改革大綱を策定します。年度から平成３２年度までを計画期間とする第５次行政改革大綱を策定します。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

第５次行政改革大綱に係る具体的行動計画について、内部評価とともに行政改革審議会により
外部の視点から評価をしていただきました。評価の結果については、庁内で共有し、次年度の取
組み方針として取り組んでいくこととしました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

第５次行政改革大綱の行動計画の１つである「外部の視点による評価の推進」について、新たに
行政改革を対象に実施しました。引き続き、基本方針である「行政の質の向上」を目指し、行政
改革の取組みを進めます。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

行政改革大綱に係る具体的行動計画について、目標・実績欄に「実施」「施行」と記載されてい
る事業が散見されるため、できる限り具体的な方策や数値を用いるよう努めます。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

引き続き平成30年度の具体的行動計画の取り組み実績について、内部評価及び外部評価を実
施し、評価をもとに行政改革の着実な進行を図るとともに全庁的な取組みによる改革を推進しま
す。
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30303030

企画政策課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

実施

第５次行革に
よる評価方法
の改正・評価
実施

実施 実施

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第13条第13条第13条第13条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 執行機関の役割と責務執行機関の役割と責務執行機関の役割と責務執行機関の役割と責務

条文条文条文条文
①執行機関は、公正、誠実、迅速に行政活動を実施します。①執行機関は、公正、誠実、迅速に行政活動を実施します。①執行機関は、公正、誠実、迅速に行政活動を実施します。①執行機関は、公正、誠実、迅速に行政活動を実施します。
②執行機関は、市民の意思を的確に把握するとともに、常に市民の立場に立ち、効率的かつ②執行機関は、市民の意思を的確に把握するとともに、常に市民の立場に立ち、効率的かつ②執行機関は、市民の意思を的確に把握するとともに、常に市民の立場に立ち、効率的かつ②執行機関は、市民の意思を的確に把握するとともに、常に市民の立場に立ち、効率的かつ
効果的に行政活動を行います。効果的に行政活動を行います。効果的に行政活動を行います。効果的に行政活動を行います。

取り組み取り組み取り組み取り組み 施策評価・事業評価

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容 実施

第５次行革に
よる評価方法
の改正・評価
実施

実施 実施 実施

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

平成２６年度から平成３５年度までを計画期間とする第６次瑞浪市総合計画がスタートし、各年平成２６年度から平成３５年度までを計画期間とする第６次瑞浪市総合計画がスタートし、各年平成２６年度から平成３５年度までを計画期間とする第６次瑞浪市総合計画がスタートし、各年平成２６年度から平成３５年度までを計画期間とする第６次瑞浪市総合計画がスタートし、各年
度で前年度の実績値を踏まえながら評価を行い、より効果的な施策・事業を各課が提案できる度で前年度の実績値を踏まえながら評価を行い、より効果的な施策・事業を各課が提案できる度で前年度の実績値を踏まえながら評価を行い、より効果的な施策・事業を各課が提案できる度で前年度の実績値を踏まえながら評価を行い、より効果的な施策・事業を各課が提案できる
ような形で、ＰＤＣＡサイクルを働かせていきます。ような形で、ＰＤＣＡサイクルを働かせていきます。ような形で、ＰＤＣＡサイクルを働かせていきます。ような形で、ＰＤＣＡサイクルを働かせていきます。
平成２８年度からは、第５次行政改革の一環として外部委員を含む委員会により、各施策の施平成２８年度からは、第５次行政改革の一環として外部委員を含む委員会により、各施策の施平成２８年度からは、第５次行政改革の一環として外部委員を含む委員会により、各施策の施平成２８年度からは、第５次行政改革の一環として外部委員を含む委員会により、各施策の施
策評価・事業評価を行います。策評価・事業評価を行います。策評価・事業評価を行います。策評価・事業評価を行います。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

施策ごとの成果指標（数値目標）をとりまとめるとともに、実績・課題・次年度取組を整理し、施策
ごとの進捗管理を行いました。施策評価については、ホームページで公表しています。
また、第5次行政改革大綱に係る具体的行動計画について、内部評価とともに行政改革審議会
により外部の視点から評価をしていただきました。評価の結果については、庁内で共有し、次年
度の取組み方針として取り組んでいくこととしました。
更に、第6次瑞浪市総合計画後期基本計画策定にあたり、総合計画審議会を設置し、外部委員
評価を行いました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

総合計画に掲げる目標事項を達成するべく、事業の評価及び施策ごとの評価を行い、進捗状況
の管理を行いました。今年度は、平成30年度の後期基本計画策定に向け、前期基本計画の評
価を行い、現状と課題について整理を行い、見直しに向けた視点を議論しました。社会経済情
勢の変化を的確に捉え、将来都市像の実現に寄与する計画を策定することが重要です。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

特にありません。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

事業単位の評価、施策ごとの評価については、例年通り評価を実施します。
また、各施策の施策評価・事業評価については、外部委員を含む委員会により行います。
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31313131

企画政策課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

補助金等評価
委員会（７件）

第５次行革によ
る評価方法の改
正・評価実施

評価の実施 評価の実施

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第13条第13条第13条第13条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 執行機関の役割と責務執行機関の役割と責務執行機関の役割と責務執行機関の役割と責務

条文条文条文条文
①執行機関は、公正、誠実、迅速に行政活動を実施します。①執行機関は、公正、誠実、迅速に行政活動を実施します。①執行機関は、公正、誠実、迅速に行政活動を実施します。①執行機関は、公正、誠実、迅速に行政活動を実施します。
②執行機関は、市民の意思を的確に把握するとともに、常に市民の立場に立ち、効率的かつ②執行機関は、市民の意思を的確に把握するとともに、常に市民の立場に立ち、効率的かつ②執行機関は、市民の意思を的確に把握するとともに、常に市民の立場に立ち、効率的かつ②執行機関は、市民の意思を的確に把握するとともに、常に市民の立場に立ち、効率的かつ
効果的に行政活動を行います。効果的に行政活動を行います。効果的に行政活動を行います。効果的に行政活動を行います。

取り組み取り組み取り組み取り組み 補助金等評価

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
評価の実施・
第５次行政改
革大綱の策定

第５次行革に
よる評価方法
の改正・評価
実施

評価の実施 評価の実施 評価の実施

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

補助金等評価については、第４次行政改革の一項目（外部の視点による行政改革の進捗評補助金等評価については、第４次行政改革の一項目（外部の視点による行政改革の進捗評補助金等評価については、第４次行政改革の一項目（外部の視点による行政改革の進捗評補助金等評価については、第４次行政改革の一項目（外部の視点による行政改革の進捗評
価）と位置づけており、公益性・適格性・効率性・将来性という観点から担当課による１次評価価）と位置づけており、公益性・適格性・効率性・将来性という観点から担当課による１次評価価）と位置づけており、公益性・適格性・効率性・将来性という観点から担当課による１次評価価）と位置づけており、公益性・適格性・効率性・将来性という観点から担当課による１次評価
を行うとともに、外部委員を含む委員会による２次評価を行うことで適正な補助金となるべく各を行うとともに、外部委員を含む委員会による２次評価を行うことで適正な補助金となるべく各を行うとともに、外部委員を含む委員会による２次評価を行うことで適正な補助金となるべく各を行うとともに、外部委員を含む委員会による２次評価を行うことで適正な補助金となるべく各
課等への対応を促しています。なお、外部委員を含む委員会による評価は第４次行政改革の課等への対応を促しています。なお、外部委員を含む委員会による評価は第４次行政改革の課等への対応を促しています。なお、外部委員を含む委員会による評価は第４次行政改革の課等への対応を促しています。なお、外部委員を含む委員会による評価は第４次行政改革の
一項目として位置づけている関係から第４次行政改革の終了年度となる平成２７年度をもって一項目として位置づけている関係から第４次行政改革の終了年度となる平成２７年度をもって一項目として位置づけている関係から第４次行政改革の終了年度となる平成２７年度をもって一項目として位置づけている関係から第４次行政改革の終了年度となる平成２７年度をもって
補助金のみの評価は廃止をしたいと考えています。ただし、平成２８年度から、第５次行政改補助金のみの評価は廃止をしたいと考えています。ただし、平成２８年度から、第５次行政改補助金のみの評価は廃止をしたいと考えています。ただし、平成２８年度から、第５次行政改補助金のみの評価は廃止をしたいと考えています。ただし、平成２８年度から、第５次行政改
革の一環として外部委員を含む委員会により、各施設の施策評価・事業評価を行うことによ革の一環として外部委員を含む委員会により、各施設の施策評価・事業評価を行うことによ革の一環として外部委員を含む委員会により、各施設の施策評価・事業評価を行うことによ革の一環として外部委員を含む委員会により、各施設の施策評価・事業評価を行うことによ
り、補助金の評価については継続的に実施します。り、補助金の評価については継続的に実施します。り、補助金の評価については継続的に実施します。り、補助金の評価については継続的に実施します。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

補助金・交付金について、所管課による１次評価を継続的に行い、見直しの機会を設けました。
また、総合戦略の事業のうち、国の「地方創生関係交付金」を活用した事業について、外部委員
評価を受けました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

まち・ひと・しごと創生法が制定されて以来、補助金等の評価は1次評価としていますが、平成27
年度から平成31年度までを対象期間とする「瑞浪版総合戦略」に掲載している事業については、
補助金事業を含めて外部評価を行いました。引き続き、国・県の動向に注視し、適切な評価を行
います。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

特にありません。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

補助金・交付金について、所管課による１次評価を継続的に行うとともに、総合戦略掲載事業に
ついては、外部評価も実施します。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

32323232

企画政策課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

実施 実施 実施 実施

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第13条第13条第13条第13条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 執行機関の役割と責務執行機関の役割と責務執行機関の役割と責務執行機関の役割と責務

条文条文条文条文
①執行機関は、公正、誠実、迅速に行政活動を実施します。①執行機関は、公正、誠実、迅速に行政活動を実施します。①執行機関は、公正、誠実、迅速に行政活動を実施します。①執行機関は、公正、誠実、迅速に行政活動を実施します。
②執行機関は、市民の意思を的確に把握するとともに、常に市民の立場に立ち、効率的かつ②執行機関は、市民の意思を的確に把握するとともに、常に市民の立場に立ち、効率的かつ②執行機関は、市民の意思を的確に把握するとともに、常に市民の立場に立ち、効率的かつ②執行機関は、市民の意思を的確に把握するとともに、常に市民の立場に立ち、効率的かつ
効果的に行政活動を行います。効果的に行政活動を行います。効果的に行政活動を行います。効果的に行政活動を行います。

取り組み取り組み取り組み取り組み 市民アンケートの実施

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容 実施 実施 実施 実施 実施

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

昨年度より平成２６年度から平成３５年度までを計画期間とする第６次瑞浪市総合計画がス昨年度より平成２６年度から平成３５年度までを計画期間とする第６次瑞浪市総合計画がス昨年度より平成２６年度から平成３５年度までを計画期間とする第６次瑞浪市総合計画がス昨年度より平成２６年度から平成３５年度までを計画期間とする第６次瑞浪市総合計画がス
タートし、第６次瑞浪市総合計画の進捗状況を管理するための指標の一部を、市民の皆さんタートし、第６次瑞浪市総合計画の進捗状況を管理するための指標の一部を、市民の皆さんタートし、第６次瑞浪市総合計画の進捗状況を管理するための指標の一部を、市民の皆さんタートし、第６次瑞浪市総合計画の進捗状況を管理するための指標の一部を、市民の皆さん
の満足度による指標としています。したがって、計画期間内は毎年度、市民アンケートを実施の満足度による指標としています。したがって、計画期間内は毎年度、市民アンケートを実施の満足度による指標としています。したがって、計画期間内は毎年度、市民アンケートを実施の満足度による指標としています。したがって、計画期間内は毎年度、市民アンケートを実施
し、市民の皆さんの満足度による指標の現状値を把握し、各課が計画策定の際に当該指標にし、市民の皆さんの満足度による指標の現状値を把握し、各課が計画策定の際に当該指標にし、市民の皆さんの満足度による指標の現状値を把握し、各課が計画策定の際に当該指標にし、市民の皆さんの満足度による指標の現状値を把握し、各課が計画策定の際に当該指標に
ついて目標を達成できるように、実効性のある施策を各課に促していきます。ついて目標を達成できるように、実効性のある施策を各課に促していきます。ついて目標を達成できるように、実効性のある施策を各課に促していきます。ついて目標を達成できるように、実効性のある施策を各課に促していきます。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

市民1,000人（20歳以上、無作為抽出）に対して市民アンケートを実施しました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

市民アンケートによる市民満足度調査結果は第６次瑞浪市総合計画の達成度指標でもあり、毎
年、実施して経年比較していきます。後期基本計画の策定に向け、アンケート結果から適切な現
状分析が重要です。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

市民アンケート調査項目については、各課における市民意見調査の希望を照会の上、合わせて
調査項目を設定することとします。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

市民1,000人以上（20歳以上、無作為抽出）を対象に市民アンケートを行い、その結果について
は各課に周知の上、施策評価に活かしていきます。
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33333333

総務部総務課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

研修会を実施
（１日）
135人が受講

・研修会を実
施（2日）
177人が受講
・広報5月15日
号掲載

・研修会を実
施（2日）
170人が受講
・広報5月15日
号掲載

・研修会を実
施（2日）
130人が受講
・広報5月15日
号掲載

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

条数条数条数条数 第１４条第１４条第１４条第１４条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 情報情報情報情報

条文条文条文条文

①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す
る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。
②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。
③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し
ます。ます。ます。ます。

取組
番号

取り組み取り組み取り組み取り組み 情報公開条例の適正運用

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
職員向け研修
会
市広報でＰＲ

職員向け研修
会
市広報でＰＲ

職員向け研修
会
市広報でＰＲ

職員向け研修
会
市広報でＰＲ

職員向け研修
会
市広報でＰＲ

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

情報公開制度の適正な解釈、運用等に努めるため、毎年研修会を実施しています。今後も引情報公開制度の適正な解釈、運用等に努めるため、毎年研修会を実施しています。今後も引情報公開制度の適正な解釈、運用等に努めるため、毎年研修会を実施しています。今後も引情報公開制度の適正な解釈、運用等に努めるため、毎年研修会を実施しています。今後も引
き続き研修会を実施し、職員等の意識啓発を図ります。き続き研修会を実施し、職員等の意識啓発を図ります。き続き研修会を実施し、職員等の意識啓発を図ります。き続き研修会を実施し、職員等の意識啓発を図ります。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

平成30年7月に、情報公開及び個人情報保護担当の市顧問弁護士である端元弁護士の事務所
の伊藤公郎弁護士を講師に迎え、市職員及び教職員合わせて130人、民生委員・児童委員68
人が、情報公開及び個人情報保護制度研修会を受講しました。
本研修会は毎年開催されており、新入職員及び過去２年間受講していない職員は必ず受講す
ることとしました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

情報公開に関する研修会を行い、職員に制度周知の徹底を図ることができました。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

公正で開かれた市政の実現を図るため、適切な文書管理を徹底する必要があります。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

引き続き弁護士を講師に迎え、職員及び教職員向けの情報公開及び個人情報保護制度研修
会を実施します。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

34343434

総務部総務課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

研修会を実施
（１日）
135人が受講

・研修会を実
施（2日）
177人が受講

・研修会を実
施（2日）
170人が受講

・研修会を実
施（2日）
130人が受講

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第１４条第１４条第１４条第１４条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 情報情報情報情報

条文条文条文条文

①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す
る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。
②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。
③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し
ます。ます。ます。ます。

取り組み取り組み取り組み取り組み 個人情報の適正管理

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
職員向け研修
会

職員向け研修
会

職員向け研修
会

職員向け研修
会

職員向け研修
会

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

個人情報保護制度の適正な解釈、運用等に努めるため、毎年研修会を実施しています。今後個人情報保護制度の適正な解釈、運用等に努めるため、毎年研修会を実施しています。今後個人情報保護制度の適正な解釈、運用等に努めるため、毎年研修会を実施しています。今後個人情報保護制度の適正な解釈、運用等に努めるため、毎年研修会を実施しています。今後
も引き続き研修会を実施し、職員等の意識啓発を図り、市民の個人情報の適正管理に努めまも引き続き研修会を実施し、職員等の意識啓発を図り、市民の個人情報の適正管理に努めまも引き続き研修会を実施し、職員等の意識啓発を図り、市民の個人情報の適正管理に努めまも引き続き研修会を実施し、職員等の意識啓発を図り、市民の個人情報の適正管理に努めま
す。す。す。す。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

平成30年7月に、情報公開及び個人情報保護担当の市顧問弁護士である端元弁護士の事務所
の伊藤公郎弁護士を講師に迎え、市職員及び教職員合わせて130人、民生委員・児童委員68
人が、情報公開及び個人情報保護制度研修会を受講しました。本研修会は毎年開催されてお
り、新入職員及び過去２年間受講していない職員は必ず受講することとしました。
マイナンバー制度の情報収集に努め、事務に滞りがないように取り組みました。実務に当たる職
員は、eラーニングの受講を通じて制度の重要性や適切な取扱いについて理解を深めました。ま
た、マイナンバーの安全管理措置について、内部監査を実施しました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

個人情報保護及びマイナンバーの取扱いについて体制を整え、適正に運用しています。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

マイナンバー制度の情報収集に努め、事務に滞りがないようにする必要があります。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

引き続き弁護士を講師に迎え、職員及び教職員向けの情報公開及び個人情報保護制度研修
会を実施します。
担当職員に対しeラーニングによるマイナンバー制度学習の機会を提供します。併せて、マイナ
ンバーの安全管理措置について、引き続き情報収集に努め、内部監査を実施し、適正に取り扱
われるよう取り組みます。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

35353535

総務部総務課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

改正した文書
管理規程の施
行

改正した文書
管理規程の施
行

文書管理規程
の適正な運用
の周知

文書管理規程
の適正な運用
の周知

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第１４条第１４条第１４条第１４条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 情報情報情報情報

条文条文条文条文

①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す
る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。
②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。
③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し
ます。ます。ます。ます。

取り組み取り組み取り組み取り組み 文書管理規程の運用

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
適正な運用の
周知

適正な運用の
周知

適正な運用の
周知

適正な運用の
周知

適正な運用の
周知

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

文書管理規程の徹底について、職員に随時、通知し、適正な運用を図ります。文書管理規程の徹底について、職員に随時、通知し、適正な運用を図ります。文書管理規程の徹底について、職員に随時、通知し、適正な運用を図ります。文書管理規程の徹底について、職員に随時、通知し、適正な運用を図ります。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

職員に対し、文書管理の徹底について通知しました。
また、個人番号を含む文書の取扱いについて、安全管理措置について内部監査を実施しまし
た。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

個人番号を含む文書の取扱いについて定めた施錠のできるキャビネットでの保管、文書管理方
法等に基づいて運用されています。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

公正で開かれた市政の実現を図るため、適切な文書管理を徹底する必要があります。
特に個人番号を含む文書の取扱いについて、安全管理措置を徹底します。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

適切な文書管理、特に個人番号を含む文書について施錠のできるキャビネットでの保管等の文
書管理や取扱方法について、職員に随時通知して徹底していきます。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

36363636

企画政策課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

検討 運用 運用の確認 運用の確認

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第１４条第１４条第１４条第１４条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 情報情報情報情報

条文条文条文条文

①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す
る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。
②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。
③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し
ます。ます。ます。ます。

取り組み取り組み取り組み取り組み 会議公開の基準運用

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容 検討 運用 運用の確認 運用の確認 運用の確認

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

審議会等の会議の公開は、それぞれに事案について判断されていますが、公開非公開を判断審議会等の会議の公開は、それぞれに事案について判断されていますが、公開非公開を判断審議会等の会議の公開は、それぞれに事案について判断されていますが、公開非公開を判断審議会等の会議の公開は、それぞれに事案について判断されていますが、公開非公開を判断
するための基準について検討します。また、会議資料や会議録の取り扱いについても、その基するための基準について検討します。また、会議資料や会議録の取り扱いについても、その基するための基準について検討します。また、会議資料や会議録の取り扱いについても、その基するための基準について検討します。また、会議資料や会議録の取り扱いについても、その基
準を検討します。準を検討します。準を検討します。準を検討します。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

各課が公開・非公開の判断基準に沿って運用しているか確認と検証を行うとともに、非公開の場
合には非公開の理由も併せてホームページで公表しました。また、各課が作成している審議会
等のホームページについても、確認、修正を行いました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

市民協働の観点から、会議の公開・非公開について、積極的な情報提供を行うことが重要です。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

各課が公開・非公開の判断基準に沿って運用しているか確認と検証が必要です。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

引き続き、各課が各課が公開・非公開の判断基準に沿って運用しているか確認と検証を行いま
す。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

37373737

総務部総務課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

28年度見直し

検討

昨年度の方針
を見直し、公開
の基準を定め
ました。

運用の確認 運用の確認

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第１４条第１４条第１４条第１４条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 情報情報情報情報

条文条文条文条文

①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す
る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。
②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。
③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し
ます。ます。ます。ます。

取り組み取り組み取り組み取り組み 会議公開の基準運用

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容 検討 運用 運用の確認 運用の確認 運用の確認

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

審議会等の会議の公開は、それぞれに事案について判断されていますが、公開非公開を判断審議会等の会議の公開は、それぞれに事案について判断されていますが、公開非公開を判断審議会等の会議の公開は、それぞれに事案について判断されていますが、公開非公開を判断審議会等の会議の公開は、それぞれに事案について判断されていますが、公開非公開を判断
するための基準について検討します。また、会議資料や会議録の取り扱いについても、その基するための基準について検討します。また、会議資料や会議録の取り扱いについても、その基するための基準について検討します。また、会議資料や会議録の取り扱いについても、その基するための基準について検討します。また、会議資料や会議録の取り扱いについても、その基
準を検討します。準を検討します。準を検討します。準を検討します。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

各課等が公開・非公開の判断基準に沿って運用しているか確認と検証を行うとともに、非公開の
場合には非公開の理由も併せてホームページで公表しました。また、掲載内容についても分かり
やすいよう随時修正しています。
各課等が作成している附属機関等のホームページについても、確認、修正を行いました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

市民協働の観点から、会議の公開・非公開について、積極的な情報提供を行うことが重要です。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

各課が公開・非公開の判断基準に沿って運用しているか確認と検証が必要です。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

引き続き、各課が各課が公開・非公開の判断基準に沿って運用しているか確認と検証を行いま
す。

39



瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

38383838

企画政策課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

情報発信研究会
を引き続き開催
人材育成

30年度見直し

【広報】広報発
行。
【ホームペー
ジ】メルマガ３
本追加

【広報】広報発
行。
【ホームペー
ジ】メルマガ２
本追加

【広報】広報発
行
【ホームペー
ジ】絆メール送
信高速化

【広報】広報発行
【ホームページ】
ホームページの
適切な運用・リ
ニューアルの検
討

A
c
t
 

改
善

P

l

a

n

　

次

年

度

計

画

取組
番号

条数条数条数条数 第１４条第１４条第１４条第１４条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 情報情報情報情報

条文条文条文条文

①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す
る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。
②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。
③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し
ます。ます。ます。ます。

取り組み取り組み取り組み取り組み 広報、ホームページの運用指針管理

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容

・広報発行
・新ホームペー
ジの運用開始
・SNSの運用の
検討（可否に
ついて一定の
方向付けを検
討）

・広報発行
・ホームページ
の運用
・SNSの運用を
随時見直し

・広報発行
・ホームページ
の運用
・SNSの運用を
随時見直し

・広報発行
・ホームページ
の運用
・SNSの運用を
随時見直し

・広報発行
・ホームページ
をリニューアル
・SNSの運用を
随時見直し

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

【広報】【広報】【広報】【広報】
瑞浪市広報発行規程に沿い、条例や規則など市民に周知して理解を求めるもの、行政や財政瑞浪市広報発行規程に沿い、条例や規則など市民に周知して理解を求めるもの、行政や財政瑞浪市広報発行規程に沿い、条例や規則など市民に周知して理解を求めるもの、行政や財政瑞浪市広報発行規程に沿い、条例や規則など市民に周知して理解を求めるもの、行政や財政
など一般的事項で市民に周知したいもの、市民生活に必要なものなどを掲載して、毎月1日となど一般的事項で市民に周知したいもの、市民生活に必要なものなどを掲載して、毎月1日となど一般的事項で市民に周知したいもの、市民生活に必要なものなどを掲載して、毎月1日となど一般的事項で市民に周知したいもの、市民生活に必要なものなどを掲載して、毎月1日と
15日の2回、各12,900部を発行し、今後も継続していきます。15日の2回、各12,900部を発行し、今後も継続していきます。15日の2回、各12,900部を発行し、今後も継続していきます。15日の2回、各12,900部を発行し、今後も継続していきます。
【ホームページ】【ホームページ】【ホームページ】【ホームページ】
平成27年度より新たなホームページの運用を開始するにあたり、情報発信研究会を発足し運平成27年度より新たなホームページの運用を開始するにあたり、情報発信研究会を発足し運平成27年度より新たなホームページの運用を開始するにあたり、情報発信研究会を発足し運平成27年度より新たなホームページの運用を開始するにあたり、情報発信研究会を発足し運
用方法を平成26年度検討しました。随時運用方法については臨機応変に対応します。また、用方法を平成26年度検討しました。随時運用方法については臨機応変に対応します。また、用方法を平成26年度検討しました。随時運用方法については臨機応変に対応します。また、用方法を平成26年度検討しました。随時運用方法については臨機応変に対応します。また、
新たなサービスとしてSNSを使用するにあたり運用方法を今後検討していきます。新たなサービスとしてSNSを使用するにあたり運用方法を今後検討していきます。新たなサービスとしてSNSを使用するにあたり運用方法を今後検討していきます。新たなサービスとしてSNSを使用するにあたり運用方法を今後検討していきます。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

【広報】発行規程に沿い、市民に周知したい情報、市民生活に必要な情報などを掲載しました。また、まち
づくりに関する情報についても、年度内で適時紙面を確保しながら、市民への周知に努めました。
【ホームページ】安全・防犯情報を発信に関して、絆メールの送信が遅延なく行き届くようにメール送信シス
テムを更新し、雨量情報がホームページからリアルタイムでわかるように更新しました。メールマガジンの広
報用にチラシを作成しました。また、アクセシビリティを意識した情報発信が行えるように研修を行いました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

【広報】広報掲載の年間計画に沿いながら、計画的かつ効率的に必要な情報が掲載･周知され
るよう、各担当課にもはたらきかけを行い、紙面の充実を図ることが求められます。
【ホームページ】ホームページ、メールマガジン、ＳＮＳなど情報発信ツールの種類にこだわること
無く、効率的で伝わりやすい情報発信を行ってください。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

【広報】特になし
【ホームページ】特になし

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

【広報】表現方法やレイアウト等、広報紙面の見やすさに配意しながら、市民への情報発信を継続します。
【ホームページ】メールマガジンの広報周知および情報発信の方法についての研修を行います。また、より
市民の方にとって見やすいホームページにリニューアルします。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

39393939

企画政策課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

研修は毎年実
施

・機器の更新
・eラーニング
による研修

・機器の更新
・eラーニング
による研修

・機器の更新
・eラーニング
による研修
・セキュリティ
チェック開始

・機器の更新
・eラーニング
による研修
・セキュリティ
チェック開始

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第１４条第１４条第１４条第１４条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 情報情報情報情報

条文条文条文条文

①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す
る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。
②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。
③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し
ます。ます。ます。ます。

取り組み取り組み取り組み取り組み 情報セキュリティ対策の実施

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
職員向け研修
の実施、機器
の更新

職員向け研修
の実施、機器
の更新

職員向け研修
の実施、機器
の更新

職員向け研修
の実施、機器
の更新

職員向け研修
の実施、機器
の更新

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

毎年、セキュリティ研修を実施し市職員の情報セキュリティの意識付けを行っています。今後、毎年、セキュリティ研修を実施し市職員の情報セキュリティの意識付けを行っています。今後、毎年、セキュリティ研修を実施し市職員の情報セキュリティの意識付けを行っています。今後、毎年、セキュリティ研修を実施し市職員の情報セキュリティの意識付けを行っています。今後、
個人番号制度開始により一層情報の取り扱いが重要となるため、引き続き機器の更新や職員個人番号制度開始により一層情報の取り扱いが重要となるため、引き続き機器の更新や職員個人番号制度開始により一層情報の取り扱いが重要となるため、引き続き機器の更新や職員個人番号制度開始により一層情報の取り扱いが重要となるため、引き続き機器の更新や職員
への研修を行っていきます。への研修を行っていきます。への研修を行っていきます。への研修を行っていきます。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

全職員を対象にe-ラーニングを実施しました。
（情報セキュリティ　一般コース　４３２人、実践コース　４３２人）
WindowsVistaの端末全てをWindows7へ更新しました。
職員のセキュリティ意識向上のためにセキュリティチェックを開始しました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

情報セキュリティは、最終的には職員一人一人の意識によって決まることになるため、セキュリ
ティチェックによる意識づけを効率的に行えるようにしてください。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

特にありません。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

Windows７のサポートが２０２０年１月に切れるため、システムへの影響がないようにWindows１０へ
の更新を行います。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

40404040

社会教育課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

「生涯楽習ガイ
ドブック」の全
戸配布

「生涯楽習ガイ
ドブック」の全
戸配布

「生涯楽習ガイ
ドブック」の全
戸配布

「生涯楽習ガイ
ドブック」の全
戸配布

A
c
t
 

改
善

P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第１４条第１４条第１４条第１４条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 情報情報情報情報

条文条文条文条文

①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す①執行機関は、公正で開かれた市政の実現を図るため、市政についての情報の公開に関す
る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。る総合的な施策に基づき、積極的に情報を公開します。
②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。②執行機関は、市民の必要とする情報について、適切かつ速やかな提供に努めます。
③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し③執行機関は、市民の個人情報に関する権利を保障するとともに、個人情報を適切に管理し
ます。ます。ます。ます。

取り組み取り組み取り組み取り組み 出前講座の実施

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容 実施 見直し 見直し 見直し 見直し

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

瑞浪市の取組みや暮らしに役立つ知識・情報などを説明し、市政への理解を深めていただくと瑞浪市の取組みや暮らしに役立つ知識・情報などを説明し、市政への理解を深めていただくと瑞浪市の取組みや暮らしに役立つ知識・情報などを説明し、市政への理解を深めていただくと瑞浪市の取組みや暮らしに役立つ知識・情報などを説明し、市政への理解を深めていただくと
ともに、市民の皆さんにとって必要な課題やテーマについて学習する機会を提供します。ともに、市民の皆さんにとって必要な課題やテーマについて学習する機会を提供します。ともに、市民の皆さんにとって必要な課題やテーマについて学習する機会を提供します。ともに、市民の皆さんにとって必要な課題やテーマについて学習する機会を提供します。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

出前講座をはじめとする市内の生涯学習メニューの情報をまとめた「生涯楽習ガイドブック」を4
月15日号広報みずなみに折り込んで、全戸配布し、市内で開催される各種講座について市民の
皆さんに情報提供しました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

市内全域において、学習活動の機会を積極的に利用していただくため、アンケートなどにより
ニーズをつかみ、利用実績を踏まえた講座の開催について反映していくことが必要です。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

発信する情報について、より多くの情報を分かりやすく得られる内容となるよう検討します。
また、今年度の利用実績を調査し、講座担当課と調整して内容や実施方法について検討しま
す。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

引き続き「生涯楽習ガイドブック」を発行して市政への理解を深めていただく情報や生涯学習に
つながる情報を提供します。
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41414141

企画政策課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

30年度見直し

進捗状況の確
認

進捗状況の確
認

後期基本計画
の策定

後期基本計画
の策定

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

条数条数条数条数 第15条第15条第15条第15条

瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 総合計画等総合計画等総合計画等総合計画等

条文条文条文条文

①執行機関は、将来における本市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針とな①執行機関は、将来における本市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針とな①執行機関は、将来における本市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針とな①執行機関は、将来における本市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針とな
る総合計画を定め、総合的かつ計画的な市政運営に努めます。る総合計画を定め、総合的かつ計画的な市政運営に努めます。る総合計画を定め、総合的かつ計画的な市政運営に努めます。る総合計画を定め、総合的かつ計画的な市政運営に努めます。
②執行機関は、総合計画を構成する目指すべき将来の市の姿及びそのための施策を示す基②執行機関は、総合計画を構成する目指すべき将来の市の姿及びそのための施策を示す基②執行機関は、総合計画を構成する目指すべき将来の市の姿及びそのための施策を示す基②執行機関は、総合計画を構成する目指すべき将来の市の姿及びそのための施策を示す基
本構想、基本構想の実現に向け基本とする施策とその目標を示す基本計画その他市の施策本構想、基本構想の実現に向け基本とする施策とその目標を示す基本計画その他市の施策本構想、基本構想の実現に向け基本とする施策とその目標を示す基本計画その他市の施策本構想、基本構想の実現に向け基本とする施策とその目標を示す基本計画その他市の施策
の基本となる計画の策定及び改廃にあたっては、市民参加の機会を保障します。の基本となる計画の策定及び改廃にあたっては、市民参加の機会を保障します。の基本となる計画の策定及び改廃にあたっては、市民参加の機会を保障します。の基本となる計画の策定及び改廃にあたっては、市民参加の機会を保障します。

取組
番号

取り組み取り組み取り組み取り組み 基本計画の策定

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
進捗状況の確
認

進捗状況の確
認

進捗状況の確
認

後期基本計画
の策定

後期基本計画
の開始
進捗状況の確
認

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

昨年度より、平成２６年度から平成３５年度を計画期間とする第６次瑞浪市総合計画がスター昨年度より、平成２６年度から平成３５年度を計画期間とする第６次瑞浪市総合計画がスター昨年度より、平成２６年度から平成３５年度を計画期間とする第６次瑞浪市総合計画がスター昨年度より、平成２６年度から平成３５年度を計画期間とする第６次瑞浪市総合計画がスター
トしました。総合計画は、方針や施策の大綱を定めた基本構想、根幹的事項の施策目標を設トしました。総合計画は、方針や施策の大綱を定めた基本構想、根幹的事項の施策目標を設トしました。総合計画は、方針や施策の大綱を定めた基本構想、根幹的事項の施策目標を設トしました。総合計画は、方針や施策の大綱を定めた基本構想、根幹的事項の施策目標を設
定し、基本的指針を示す基本計画、各年度の事業を具体化する実施計画の３階層により構成定し、基本的指針を示す基本計画、各年度の事業を具体化する実施計画の３階層により構成定し、基本的指針を示す基本計画、各年度の事業を具体化する実施計画の３階層により構成定し、基本的指針を示す基本計画、各年度の事業を具体化する実施計画の３階層により構成
されています。基本計画については、社会情勢の変化等に基づき、５年を目途に見直しを行うされています。基本計画については、社会情勢の変化等に基づき、５年を目途に見直しを行うされています。基本計画については、社会情勢の変化等に基づき、５年を目途に見直しを行うされています。基本計画については、社会情勢の変化等に基づき、５年を目途に見直しを行う
予定であり、平成３１年度からの後期基本計画の開始に向けて、平成３０年度は社会情勢の変予定であり、平成３１年度からの後期基本計画の開始に向けて、平成３０年度は社会情勢の変予定であり、平成３１年度からの後期基本計画の開始に向けて、平成３０年度は社会情勢の変予定であり、平成３１年度からの後期基本計画の開始に向けて、平成３０年度は社会情勢の変
化等を反映した後期基本計画の策定作業に取り組んでいきます。化等を反映した後期基本計画の策定作業に取り組んでいきます。化等を反映した後期基本計画の策定作業に取り組んでいきます。化等を反映した後期基本計画の策定作業に取り組んでいきます。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

平成２９年１２月より、後期基本計画策定に向けて庁内の策定部会を立ち上げ、社会経済情勢の
変化や、現状の課題の整理を行い素案を策定しました。また、総合計画審議会を設置し、施策
評価を行っています。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

前期基本計画の評価検証及び市民アンケート結果の適切な考察を行うとともに、社会経済情勢
の変化を適切に捉え、将来都市像の実現に寄与する計画を策定することが重要です。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

次年度は、後期基本計画の策定年度となるため、審議会の進行管理を行い、議会とも調整を行
いながら、策定を進めていきます。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

次年度は、後期基本計画の策定年度であり、審議会において平成２９年度に策定した素案審議
や前期施策の評価の答申を受けます。審議会の進行管理等を行いながら、平成３１年度からの
後期基本計画開始に向けて策定作業に取り組んでいきます。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

42424242

企画政策課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

計画のローリン
グ

計画のローリン
グ

計画のローリン
グ

計画のローリン
グ

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第15条第15条第15条第15条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 総合計画等総合計画等総合計画等総合計画等

条文条文条文条文

①執行機関は、将来における本市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針とな①執行機関は、将来における本市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針とな①執行機関は、将来における本市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針とな①執行機関は、将来における本市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針とな
る総合計画を定め、総合的かつ計画的な市政運営に努めます。る総合計画を定め、総合的かつ計画的な市政運営に努めます。る総合計画を定め、総合的かつ計画的な市政運営に努めます。る総合計画を定め、総合的かつ計画的な市政運営に努めます。
②執行機関は、総合計画を構成する目指すべき将来の市の姿及びそのための施策を示す基②執行機関は、総合計画を構成する目指すべき将来の市の姿及びそのための施策を示す基②執行機関は、総合計画を構成する目指すべき将来の市の姿及びそのための施策を示す基②執行機関は、総合計画を構成する目指すべき将来の市の姿及びそのための施策を示す基
本構想、基本構想の実現に向け基本とする施策とその目標を示す基本計画その他市の施策本構想、基本構想の実現に向け基本とする施策とその目標を示す基本計画その他市の施策本構想、基本構想の実現に向け基本とする施策とその目標を示す基本計画その他市の施策本構想、基本構想の実現に向け基本とする施策とその目標を示す基本計画その他市の施策
の基本となる計画の策定及び改廃にあたっては、市民参加の機会を保障します。の基本となる計画の策定及び改廃にあたっては、市民参加の機会を保障します。の基本となる計画の策定及び改廃にあたっては、市民参加の機会を保障します。の基本となる計画の策定及び改廃にあたっては、市民参加の機会を保障します。

取り組み取り組み取り組み取り組み 実施計画の策定

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
計画のローリン
グ

計画のローリン
グ

計画のローリン
グ

計画のローリン
グ

計画のローリン
グ

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

実施計画は基本計画に定める基本的方針を達成するために、事業の内容や実施年度を明ら実施計画は基本計画に定める基本的方針を達成するために、事業の内容や実施年度を明ら実施計画は基本計画に定める基本的方針を達成するために、事業の内容や実施年度を明ら実施計画は基本計画に定める基本的方針を達成するために、事業の内容や実施年度を明ら
かにして、各年度の事業を具体化するものであり、当該年度を含む向こう３年間の事業計画をかにして、各年度の事業を具体化するものであり、当該年度を含む向こう３年間の事業計画をかにして、各年度の事業を具体化するものであり、当該年度を含む向こう３年間の事業計画をかにして、各年度の事業を具体化するものであり、当該年度を含む向こう３年間の事業計画を
策定するものです。社会・経済の変動に対応するため、毎年度ローリング方式により策定して策定するものです。社会・経済の変動に対応するため、毎年度ローリング方式により策定して策定するものです。社会・経済の変動に対応するため、毎年度ローリング方式により策定して策定するものです。社会・経済の変動に対応するため、毎年度ローリング方式により策定して
いきます。いきます。いきます。いきます。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

社会保障関係費などの義務的経費の増加に伴い、投資的経費をはじめとする政策的な経費の
圧迫が見込まれることから、関係部署との連携の上、持続可能な行政運営を目指した実施計画
の策定に努めました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

実施計画では、具体的な事業の必要性の判断も含めて策定しており、社会・経済の変動に対応
する形で持続可能な行政運営を実現していきます。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

瑞浪市公共施設等総合管理計画（平成２８年度策定）に基づき、行政需要を把握するとともに、
施設の特性と地域性を考慮した公共施設の再編成プランを策定するにあたり、特に公共施設に
関する事業を精査し、持続可能な行財政運営を実現していきます。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

建設関係部署、財政部署との連携の中で過度な財政負担とならないよう、公共施設の更新費用
の平準化を図るべく、検討していきます。
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43434343

総務部総務課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

原状の把握
見直しに関す
る方針の策定
と条例整備

適性な運用 適性な運用

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

条数条数条数条数 第16条第16条第16条第16条

瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 執行機関の組織執行機関の組織執行機関の組織執行機関の組織

条文条文条文条文 執行機関は、その組織が市政の課題に的確に対応できるよう、見直しに努めるものとします。執行機関は、その組織が市政の課題に的確に対応できるよう、見直しに努めるものとします。執行機関は、その組織が市政の課題に的確に対応できるよう、見直しに努めるものとします。執行機関は、その組織が市政の課題に的確に対応できるよう、見直しに努めるものとします。

取組
番号

取り組み取り組み取り組み取り組み 附属機関及び審議会などの在り方の整理

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
在り方及び市
としての考え方
の整理

附属機関等の
見直し

適正な運用及
び適宜見直し

適正な運用及
び適宜見直し

適正な運用及
び適宜見直し

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

附属機関及び審議会などの在り方の整理をし、市としての考え方をまとめています。今後、調附属機関及び審議会などの在り方の整理をし、市としての考え方をまとめています。今後、調附属機関及び審議会などの在り方の整理をし、市としての考え方をまとめています。今後、調附属機関及び審議会などの在り方の整理をし、市としての考え方をまとめています。今後、調
整を図り、附属機関等の見直しを行います。整を図り、附属機関等の見直しを行います。整を図り、附属機関等の見直しを行います。整を図り、附属機関等の見直しを行います。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

策定した基本方針に沿って、必要に応じて附属機関や懇談会等を設置しました。また、設置に
伴い例規の整備を行いました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

策定した基本方針の運用が適切に行われています。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

策定した基本方針の運用が適切に行われているか引き続き確認します。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

策定した基本方針に沿って、今後も必要に応じて附属機関や懇談会等を設置します。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

44444444

企画政策課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

西分庁舎開設
に合わせた窓
口配置の見直
し

係の整理 係の整理 係の整理

A
c
t
 

改
善

P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第16条第16条第16条第16条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 執行機関の組織執行機関の組織執行機関の組織執行機関の組織

条文条文条文条文 執行機関は、その組織が市政の課題に的確に対応できるよう、見直しに努めるものとします。執行機関は、その組織が市政の課題に的確に対応できるよう、見直しに努めるものとします。執行機関は、その組織が市政の課題に的確に対応できるよう、見直しに努めるものとします。執行機関は、その組織が市政の課題に的確に対応できるよう、見直しに努めるものとします。

取り組み取り組み取り組み取り組み 柔軟な組織編制

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容 随時見直し 随時見直し
後期計画に合
わせ組織再編
の検討

後期計画に合
わせ組織再編
の検討

随時見直し

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

平成２６年度に、第６次瑞浪市総合計画の開始とともに、総合計画を着実に実行できる組織体平成２６年度に、第６次瑞浪市総合計画の開始とともに、総合計画を着実に実行できる組織体平成２６年度に、第６次瑞浪市総合計画の開始とともに、総合計画を着実に実行できる組織体平成２６年度に、第６次瑞浪市総合計画の開始とともに、総合計画を着実に実行できる組織体
制を編成するべく組織改正を行いました。主な変更点としては、少子高齢化・人口減少問題に制を編成するべく組織改正を行いました。主な変更点としては、少子高齢化・人口減少問題に制を編成するべく組織改正を行いました。主な変更点としては、少子高齢化・人口減少問題に制を編成するべく組織改正を行いました。主な変更点としては、少子高齢化・人口減少問題に
対応し、また、まちづくりをさらに推進するために、当該課題に特化したまちづくり推進部を設置対応し、また、まちづくりをさらに推進するために、当該課題に特化したまちづくり推進部を設置対応し、また、まちづくりをさらに推進するために、当該課題に特化したまちづくり推進部を設置対応し、また、まちづくりをさらに推進するために、当該課題に特化したまちづくり推進部を設置
しました。今後も、住民ニーズに対応できるよう、柔軟な組織編制に努めます。しました。今後も、住民ニーズに対応できるよう、柔軟な組織編制に努めます。しました。今後も、住民ニーズに対応できるよう、柔軟な組織編制に努めます。しました。今後も、住民ニーズに対応できるよう、柔軟な組織編制に努めます。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

係の統合を行い、効率的、効果的な行政運営に努めました。
後期基本計画策定に伴った組織変更はありませんでした。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

今後も必要に応じた組織再編を実施します。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

大きな組織再編は想定されませんが、権限移譲や窓口ニーズに基づく組織上の課題を把握し、
組織再編の検討を行います。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

権限移譲や窓口ニーズに基づく組織上の課題を把握し、組織再編の検討を行います。
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45454545

秘書課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

隔年で評定者全
員に勤務評定研
修を受講させる

「新任係長評価
研修」に変更
（「評定」という用
語は現在使用し
ていない）

・勤務評定研
修を実施

・人事評価者
研修を実施
・人事評価制
度の見直しを
実施

全職員を対象
に、人事評価
制度について
理解を深める
機会を提供

・人事評価者
研修を実施
・新規採用職
員事前研修で
人事評価制度
について説明

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

条数条数条数条数 第17条第17条第17条第17条

瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 市の職員の役割と責務市の職員の役割と責務市の職員の役割と責務市の職員の役割と責務

条文条文条文条文

①市の職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。①市の職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。①市の職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。①市の職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。
②市の職員は、職務に必要な知識の習得及び資質の向上に努めます。②市の職員は、職務に必要な知識の習得及び資質の向上に努めます。②市の職員は、職務に必要な知識の習得及び資質の向上に努めます。②市の職員は、職務に必要な知識の習得及び資質の向上に努めます。
③市の職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすものとしま③市の職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすものとしま③市の職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすものとしま③市の職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすものとしま
す。す。す。す。

取組
番号

取り組み取り組み取り組み取り組み 人事評価制度の運用と評価

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
評定者全員評
定研修

新任係長評定
研修

評定者全員評
定研修

新任係長評定
研修

評定者全員評
定研修

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

人事評価を、市民が主役であるとの認識や広い視野と先見性を持った職員を育成するための人事評価を、市民が主役であるとの認識や広い視野と先見性を持った職員を育成するための人事評価を、市民が主役であるとの認識や広い視野と先見性を持った職員を育成するための人事評価を、市民が主役であるとの認識や広い視野と先見性を持った職員を育成するための
ツールとして有効に活用していくために、制度の目的を理解し、評価の精度を上げるための研ツールとして有効に活用していくために、制度の目的を理解し、評価の精度を上げるための研ツールとして有効に活用していくために、制度の目的を理解し、評価の精度を上げるための研ツールとして有効に活用していくために、制度の目的を理解し、評価の精度を上げるための研
修を継続して実施することで、評定者のスキルアップを図ります。修を継続して実施することで、評定者のスキルアップを図ります。修を継続して実施することで、評定者のスキルアップを図ります。修を継続して実施することで、評定者のスキルアップを図ります。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

係長以上職員を対象に「人事評価者研修」を開催し、制度の目的の周知と、評価の精度の向上
を図りました。
また、新規採用職員事前研修において人事評価制度について説明を行い、制度の周知に努め
ました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

新規採用職員に対し、人事評価制度についての説明会を開催し、制度の意義や仕組みを理解
させることができました。今後も説明会や職員研修を継続的に実施することで、制度を人事管理
だけではなく、人材育成及び組織のパフォーマンス向上の重要なツールとして効果的な活用に
期待します。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

継続的に説明会等を開催し、評価の精度を高めるとともに、人事評価制度に対する理解をさらに
深める必要があります。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

人事評価者研修を継続して実施し、評価の精度向上に取り組むことで、公平・公正な制度運用
に努めます。
また、人事評価制度の意義や仕組みを職員に理解させることで、制度の効果的な運用を図りま
す。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

46464646

秘書課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

毎年度研修計
画を策定

・研修計画策
定及び周知
・自主研修支
援制度の創設

・研修計画策
定及び周知
・夢づくりチャ
レンジ研究室
への参加

・研修計画策
定及び周知
・自主研修制
度への参加呼
びかけ

・研修計画策
定及び周知
・自主研修制
度への参加呼
びかけ

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第17条第17条第17条第17条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 市の職員の役割と責務市の職員の役割と責務市の職員の役割と責務市の職員の役割と責務

条文条文条文条文

①市の職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。①市の職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。①市の職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。①市の職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。
②市の職員は、職務に必要な知識の習得及び資質の向上に努めます。②市の職員は、職務に必要な知識の習得及び資質の向上に努めます。②市の職員は、職務に必要な知識の習得及び資質の向上に努めます。②市の職員は、職務に必要な知識の習得及び資質の向上に努めます。
③市の職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすものとしま③市の職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすものとしま③市の職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすものとしま③市の職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすものとしま
す。す。す。す。

取り組み取り組み取り組み取り組み 研修制度の運用と評価

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
研修の周知と
受講の働きか
け

研修の周知と
受講の働きか
け

研修の周知と
受講の働きか
け

研修の周知と
受講の働きか
け

研修の周知と
受講の働きか
け

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

研修計画等により受講可能な研修を職員に周知し自発的な受講を促します。担当業務に関連研修計画等により受講可能な研修を職員に周知し自発的な受講を促します。担当業務に関連研修計画等により受講可能な研修を職員に周知し自発的な受講を促します。担当業務に関連研修計画等により受講可能な研修を職員に周知し自発的な受講を促します。担当業務に関連
する専門研修については職員に受講を働きかけます。若手職員に有効な研修を考え、次年度する専門研修については職員に受講を働きかけます。若手職員に有効な研修を考え、次年度する専門研修については職員に受講を働きかけます。若手職員に有効な研修を考え、次年度する専門研修については職員に受講を働きかけます。若手職員に有効な研修を考え、次年度
の研修計画に反映させます。の研修計画に反映させます。の研修計画に反映させます。の研修計画に反映させます。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

研修計画を策定し、全職員に対し周知するとともに、自発的な受講を促すために、個別の研修に
ついても情報提供を行いました。
若手職員が集まる場において自主研修制度への参加を呼びかけました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

瑞浪市職員人材育成方針に基づき、職員に求められる能力および職務に対する意欲の向上を
図るため、職員が必要とする研修を計画的に実施することが出来ました。
職員ニーズに沿った研修メニューをさらに増やすことも必要だと考えます。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

自発的な研修参加者を増やすためのさらなる取組みが必要です。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

参加可能な研修の周知を複数回行い、自発的な研修参加者の掘り起こしに努めます。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

47474747

市民協働課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

職員研修の実
施

新人職員研修
の実施

新人職員研修
の実施

新人職員研修
の実施

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第17条第17条第17条第17条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 市の職員の役割と責務市の職員の役割と責務市の職員の役割と責務市の職員の役割と責務

条文条文条文条文

①市の職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。①市の職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。①市の職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。①市の職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。
②市の職員は、職務に必要な知識の習得及び資質の向上に努めます。②市の職員は、職務に必要な知識の習得及び資質の向上に努めます。②市の職員は、職務に必要な知識の習得及び資質の向上に努めます。②市の職員は、職務に必要な知識の習得及び資質の向上に努めます。
③市の職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすものとしま③市の職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすものとしま③市の職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすものとしま③市の職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすものとしま
す。す。す。す。

取り組み取り組み取り組み取り組み 職員への条例の周知

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
職員研修の実
施

新人職員研修
の実施

新人職員研修
の実施

新人職員研修
の実施

新人職員研修
の実施

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

職員への条例の周知のため、研修会を実施します。職員への条例の周知のため、研修会を実施します。職員への条例の周知のため、研修会を実施します。職員への条例の周知のため、研修会を実施します。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

2月に新人職員を対象にした条例の研修を行いました。
職員は、日頃の業務及び日常のまちづくり活動について、どのように条例と関わり、どのように条
例を活かした取組みをしていくのかを考えることで、条例の理解を深めました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

市民と行政の協働のまちづくりの推進に向け、職員の理解度を深めることができました。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

新人職員への職員アンケート回答をもとに、より理解度が高まる研修となるよう内容の充実を図り
ます。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

引き続き新人職員に条例の研修を行い、市が取り組む市民と行政の協働のまちづくりについて
理解を深めます。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

48484848

市民協働課
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

支援室の運用 支援室の運用 支援室の運用 支援室の運用

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第17条第17条第17条第17条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 市の職員の役割と責務市の職員の役割と責務市の職員の役割と責務市の職員の役割と責務

条文条文条文条文

①市の職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。①市の職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。①市の職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。①市の職員は、全体の奉仕者として、公正かつ誠実に職務を遂行します。
②市の職員は、職務に必要な知識の習得及び資質の向上に努めます。②市の職員は、職務に必要な知識の習得及び資質の向上に努めます。②市の職員は、職務に必要な知識の習得及び資質の向上に努めます。②市の職員は、職務に必要な知識の習得及び資質の向上に努めます。
③市の職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすものとしま③市の職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすものとしま③市の職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすものとしま③市の職員は、自らも地域の一員であることを自覚し、市民としての責務を果たすものとしま
す。す。す。す。

取り組み取り組み取り組み取り組み 夢づくり地域活動支援室設置

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容 支援室の運用 支援室の運用 支援室の運用 支援室の運用 支援室の運用

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

職員も地域の一員としてまちづくりに参加するため、全職員を夢づくり地域活動支援室の行政職員も地域の一員としてまちづくりに参加するため、全職員を夢づくり地域活動支援室の行政職員も地域の一員としてまちづくりに参加するため、全職員を夢づくり地域活動支援室の行政職員も地域の一員としてまちづくりに参加するため、全職員を夢づくり地域活動支援室の行政
連絡員として配置します。連絡員として配置します。連絡員として配置します。連絡員として配置します。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

引き続き、夢づくり地域活動支援室に、区長会及びまちづくり推進組織の活動を支援する区長会
支援職員及びまちづくり支援職員を配置しました。また、夢づくりチャレンジ研究室での若者の活
動を支援する若者支援職員を配置しました。さらに、広報配布や地域と行政のパイプ役となるよう
全職員を行政連絡支援職員として配置することにより、行政と地域（市民）が協働でまちづくりを
展開していく体制を整えました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

全職員を各地区の行政連絡職員として配置することにより、職員のまちづくりに関わる意識の向
上につなげています。また、各地区の行事等を周知することで、職員の行事参加につながってい
ます。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

協働のまちづくり推進のため、引き続き支援体制を継続していきます。
適正な支援職員の配置体制を確保していく必要があります。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

引き続き、各地区に連絡員を配置することで市民と行政の協働のまちづくりを推進します。職員
に対しても各地区の行事予定などの情報発信をしていきます。
職員の居住地域を問わない配置体制としていきます。
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49494949

企画政策課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

パブリックコメ
ント制度のＰＲ

パブリックコメ
ント制度のＰＲ

パブリックコメ
ント制度のＰＲ

パブリックコメ
ント制度のＰＲ

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

条数条数条数条数 第18条第18条第18条第18条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 参加参加参加参加

条文条文条文条文
①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促
進します。進します。進します。進します。
②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。

取り組み取り組み取り組み取り組み パブリックコメント制度の運用

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
パブリックコメ
ント制度のＰＲ

パブリックコメ
ント制度のＰＲ

パブリックコメ
ント制度のＰＲ

パブリックコメ
ント制度のＰＲ

パブリックコメ
ント制度のＰＲ

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

パブリックコメント制度は、市が実施する重要な計画・指針の立案段階において市民の皆さんパブリックコメント制度は、市が実施する重要な計画・指針の立案段階において市民の皆さんパブリックコメント制度は、市が実施する重要な計画・指針の立案段階において市民の皆さんパブリックコメント制度は、市が実施する重要な計画・指針の立案段階において市民の皆さん
のご意見をいただく制度であり、市政参加の重要な機会となります。今後も引き続き、市民ののご意見をいただく制度であり、市政参加の重要な機会となります。今後も引き続き、市民ののご意見をいただく制度であり、市政参加の重要な機会となります。今後も引き続き、市民ののご意見をいただく制度であり、市政参加の重要な機会となります。今後も引き続き、市民の
皆さんの声を計画・指針に盛り込むことによって協働のまちづくりを進めてまいります。皆さんの声を計画・指針に盛り込むことによって協働のまちづくりを進めてまいります。皆さんの声を計画・指針に盛り込むことによって協働のまちづくりを進めてまいります。皆さんの声を計画・指針に盛り込むことによって協働のまちづくりを進めてまいります。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

この制度を市民に認知していただけるよう、広報及びホームページで制度を紹介しています。平
成３０年度は７件のパブリックコメントを実施しました。各案件について、アクセス数や意見数に偏
りが見られます。
また、庁内の運用については改めて周知を行うとともに、チェックリストを作成しました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

パブリックコメント制度は、市が計画や条例などを策定する段階で、市民等のみなさんからご意見
を募集し、それを考慮しながら最終的な案を決定していく制度であり、市民との協働による行政
運営に不可欠な手続となっています。引き続き、パブリックコメント制度の適正な運用が重要で
す。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

パブリックコメントについて、広く意見を募集するために制度の広報を行います。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

市民会議よりご指摘を受け、改めてパブリックコメント制度について広報に掲載し、制度の趣旨を
説明していきます。また、各案件に対するアクセス数や意見数の減少に対して、広報やホーム
ページに掲載する内容するよう周知していきます。
いただいた意見に対する市の考え方についても、分かりやすく公表するよう努めます。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

50505050

企画政策課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

・例年並みの
直行便を受け
付け

・例年並みの
直行便を受け
付け

例年並みの直
行便を受け付
け

例年並みの直
行便を受け付
け

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第18条第18条第18条第18条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 参加参加参加参加

条文条文条文条文
①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促
進します。進します。進します。進します。
②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。

取り組み取り組み取り組み取り組み 市政直行便制度の運用

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
市政直行便制
度のPR

市政直行便制
度のPR

市政直行便制
度のPR

市政直行便制
度のPR

市政直行便制
度のPR

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

本庁舎、各コミュニティーセンターおよび公共施設にボックスを設置しているほか、市HPにも投本庁舎、各コミュニティーセンターおよび公共施設にボックスを設置しているほか、市HPにも投本庁舎、各コミュニティーセンターおよび公共施設にボックスを設置しているほか、市HPにも投本庁舎、各コミュニティーセンターおよび公共施設にボックスを設置しているほか、市HPにも投
稿フォームを設置し、年間平均50通の投書があります。苦情、提案など内容は様々ですが市稿フォームを設置し、年間平均50通の投書があります。苦情、提案など内容は様々ですが市稿フォームを設置し、年間平均50通の投書があります。苦情、提案など内容は様々ですが市稿フォームを設置し、年間平均50通の投書があります。苦情、提案など内容は様々ですが市
政に反映できるものは反映するなど一定の効果が見られています。今後も広報等でPRするな政に反映できるものは反映するなど一定の効果が見られています。今後も広報等でPRするな政に反映できるものは反映するなど一定の効果が見られています。今後も広報等でPRするな政に反映できるものは反映するなど一定の効果が見られています。今後も広報等でPRするな
どして周知に努めます。どして周知に努めます。どして周知に努めます。どして周知に努めます。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

市政直行便の周知に努めました。また、平成２８年度に変更した様式を使用し、いただいた意見
に対し的確にやりとりができるよう努めました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

ホームページ上だけでなく、広報紙面においても「市政直行便」の啓発がなされています。今後
も市民の意見の聴く機会として、継続的に啓発を行っていく必要があります。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

特にありません。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

直行便の利用を呼び掛ける記事を広報に掲載し、受け付けた意見については、内容に応じて市
政に反映させていきます。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

51515151

企画政策課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

地域懇談会等
の開催

地域懇談会等
の開催

地域懇談会等
の開催

地域懇談会等
の開催

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第18条第18条第18条第18条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 参加参加参加参加

条文条文条文条文
①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促
進します。進します。進します。進します。
②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。

取り組み取り組み取り組み取り組み 地域懇談会等の開催

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
地域懇談会等
の開催

地域懇談会等
の開催

地域懇談会等
の開催

地域懇談会等
の開催

地域懇談会等
の開催

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

地域懇談会等を継続的に開催し、市民の皆さんと行政が情報を共有しながら、まちづくりにつ地域懇談会等を継続的に開催し、市民の皆さんと行政が情報を共有しながら、まちづくりにつ地域懇談会等を継続的に開催し、市民の皆さんと行政が情報を共有しながら、まちづくりにつ地域懇談会等を継続的に開催し、市民の皆さんと行政が情報を共有しながら、まちづくりにつ
いて幅広く意見交換できる機会を充実させます。いて幅広く意見交換できる機会を充実させます。いて幅広く意見交換できる機会を充実させます。いて幅広く意見交換できる機会を充実させます。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

平成３０年度の市長と語る会は市内１０地区に加え、市内高校３校と大学１校及び７団体と開催
し、参加者は合計７０５名でした。懇談会の内容については、担当部署に連絡し、今後の市政運
営に反映するよう努めるとともに、ホームページなどで公表しました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

市民の皆さんが市政に関心をもっていただくためにも、市政についてわかりやすい資料の作成
や市民ニーズに沿ったテーマにすることが重要です。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

地域独自の意見や各年齢層独自の意見を整理するとともに、市民の意見を計画策定に効果的
に反映することを検討します。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

多くの市民に参加していただけるよう区長会等の会議の場や市広報、ホームページ等で案内し
ます。事前意見のとりまとめ、市側の回答の作成など、懇談会の内容をわかりやすくまとめ、ホー
ムページなどで広く公表します。
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52525252

企画政策課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

新規制度

公募委員制度
のＰＲと募集

公募委員制度
のＰＲと募集

公募委員制度
のＰＲと募集

公募委員制度
のＰＲと募集

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第18条第18条第18条第18条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 参加参加参加参加

条文条文条文条文
①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促
進します。進します。進します。進します。
②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。

取り組み取り組み取り組み取り組み 公募委員制度

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
公募委員制度
のＰＲと募集

公募委員制度
のＰＲと募集

公募委員制度
のＰＲと募集

公募委員制度
のＰＲと募集

公募委員制度
のＰＲと募集

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

平成２６年度、「一般公募」と「候補者登録」を併用する公募委員制度を制定し、平成２７年度か平成２６年度、「一般公募」と「候補者登録」を併用する公募委員制度を制定し、平成２７年度か平成２６年度、「一般公募」と「候補者登録」を併用する公募委員制度を制定し、平成２７年度か平成２６年度、「一般公募」と「候補者登録」を併用する公募委員制度を制定し、平成２７年度か
ら運用します。これにより、市政参加の機会を保障するとともに、より幅広く多様な意見を取りら運用します。これにより、市政参加の機会を保障するとともに、より幅広く多様な意見を取りら運用します。これにより、市政参加の機会を保障するとともに、より幅広く多様な意見を取りら運用します。これにより、市政参加の機会を保障するとともに、より幅広く多様な意見を取り
入れ、市民ニーズを的確にとらえた市政運営を目指します。入れ、市民ニーズを的確にとらえた市政運営を目指します。入れ、市民ニーズを的確にとらえた市政運営を目指します。入れ、市民ニーズを的確にとらえた市政運営を目指します。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

平成３０年度は、５回の公募委員選考委員会を実施し、５委員会等の選考を行いました。また、公
募委員制度について、庁内掲示板を通して庁内に周知し、適切な制度の運用を進めました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

市民の多様な意見を委員会等が検討する計画に反映させるため、庁内において公募委員の積
極的な採用を呼びかけています。平成２６年度から市民アンケートの送付対象者に対して、公募
委員候補者の登録制度を周知し、候補者への登録を呼びかけ、定着しつつあります。本制度の
持続可能性の向上を図るため、適宜見直しを含めた進行管理を行います。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

毎年、期間が終了する登録者や、新たに登録される候補者がいるため、その適切な管理に努め
ます。
また、公募委員が減少傾向にあるため、制度の見直しを行います。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

引き続き、公募委員制度について、制度周知をするとともに、適切な運用に努めます。
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53535353

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

市内3高校と協
定

・各種域学連携
事業の実施
・市内３高等学
校との連携に関
する協定締結に
よる協働事業の
拡大

・各種域学連携
事業の実施
・市内３高等学
校との連携に関
する協定締結に
よる協働事業の
拡大

・各種域学連携
事業の実施
・市内３高等学
校との連携に関
する協定締結に
よる協働事業の
拡大

・各種域学連携
事業の実施
・市内３高等学
校との連携に関
する協定締結に
よる協働事業の
拡大

A
c
t
 

改
善

P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第18条第18条第18条第18条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 参加参加参加参加

条文条文条文条文
①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促
進します。進します。進します。進します。
②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。

取り組み取り組み取り組み取り組み 企業・大学等との協定締結

担当課担当課担当課担当課 市民協働課
関係課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

市民と行政の協働によるまちづくりを進めるため、企業、大学等との協定を締結し、市民の参市民と行政の協働によるまちづくりを進めるため、企業、大学等との協定を締結し、市民の参市民と行政の協働によるまちづくりを進めるため、企業、大学等との協定を締結し、市民の参市民と行政の協働によるまちづくりを進めるため、企業、大学等との協定を締結し、市民の参
加を得ながら協働事業を実施します。加を得ながら協働事業を実施します。加を得ながら協働事業を実施します。加を得ながら協働事業を実施します。

協定に基づく
連携事業の実
施

協定に基づく
連携事業の実
施

協定に基づく
連携事業の実
施

協定に基づく
連携事業の実
施

協定に基づく
連携事業の実
施

備　　　考

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

域学連携協定に基づき、オレンジシャルソンなど13事業を実施することができました。
市内高等学校3校の担当者と市の連絡会議及び中京学院大学の担当者と市の連絡会議を開催
し、連携事業の調整を図りました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

域学連携については、単にボランティア募集の手段でなく、学校、行政、地域が相互にメリットの
あるような事業実施ができるよう調整する必要があります。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

安達学園において、地域活性化プロジェクトが立ち上げられ、提案のみでなく、具体的な事業化
も進められています。これらの取組みを市の課題解消に繋げれるよう、連携をさらに深める必要
があります。
また、行政側からの依頼ばかりではなく、学校側からの連携事業提案が増えるよう、呼びかけて
いく必要があります。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

連絡会議を定期的に開催するなど連携を密にし、より効果的な協働事業が実現されるようにして
いきます。
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54545454

生活安全課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

・現況調査
・庁内への啓
発

・現況調査
・庁内への啓
発

・現況調査
・庁内への啓
発

庁内への啓
発と現況調
査。参画率数
値指標の見
直し。

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第18条第18条第18条第18条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 参加参加参加参加

条文条文条文条文
①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促
進します。進します。進します。進します。
②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。

取り組み取り組み取り組み取り組み 市が委嘱する各種審議会・委員会への女性委員の登用推進

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
庁内への啓発
と現況調査

庁内への啓発
と現況調査

庁内への啓発
と現況調査

庁内への啓発
と現況調査。
参画率数値指
標の見直し。

庁内への啓発
と現況調査

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

市が委嘱する各種審議会・委員等における女性の参画率は平成26年4月時点で29.5％と、3割市が委嘱する各種審議会・委員等における女性の参画率は平成26年4月時点で29.5％と、3割市が委嘱する各種審議会・委員等における女性の参画率は平成26年4月時点で29.5％と、3割市が委嘱する各種審議会・委員等における女性の参画率は平成26年4月時点で29.5％と、3割
を切る状況です。まちづくりに関する施策や方針等の決定過程における女性の参画拡大は、を切る状況です。まちづくりに関する施策や方針等の決定過程における女性の参画拡大は、を切る状況です。まちづくりに関する施策や方針等の決定過程における女性の参画拡大は、を切る状況です。まちづくりに関する施策や方針等の決定過程における女性の参画拡大は、
市民の意見を公平公正に反映するために非常に重要なため、女性の参画拡大を進めるよう庁市民の意見を公平公正に反映するために非常に重要なため、女性の参画拡大を進めるよう庁市民の意見を公平公正に反映するために非常に重要なため、女性の参画拡大を進めるよう庁市民の意見を公平公正に反映するために非常に重要なため、女性の参画拡大を進めるよう庁
内掲示板を活用し働きかけます。また平成30年度の『第２次男女共同参画プラン』の上半期の内掲示板を活用し働きかけます。また平成30年度の『第２次男女共同参画プラン』の上半期の内掲示板を活用し働きかけます。また平成30年度の『第２次男女共同参画プラン』の上半期の内掲示板を活用し働きかけます。また平成30年度の『第２次男女共同参画プラン』の上半期の
総括時には、達成度に応じて数値指標の見直しを行います。総括時には、達成度に応じて数値指標の見直しを行います。総括時には、達成度に応じて数値指標の見直しを行います。総括時には、達成度に応じて数値指標の見直しを行います。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

各課等へ市が委嘱する各種審議会・委員等における女性委員の数を照会し、現況を調査しまし
た。（平成30年4月時点で29.2%）
平成30年度は『第２次男女共同参画プラン』の中間年にあたることから、施策内容及び数値指標
について見直しを行いました。
平成31年3月に庁内向け掲示板にて、市が委嘱する各種審議会・委員等における女性の登用
拡大について依頼をしました。依頼の中で、参画率の数値目標の確認や委員公募制度の活用
などの啓発を行いました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

計画どおりに取組みを実施することができました。審議会等における女性委員の参画率はまだ低
い状況にありますので、今後も継続した取組みが必要です。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

平成31年度は『第２次男女共同参画プラン(後期）』の初年度にあたることから、各課等へさらなる
推進を働きかけます。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

市が委嘱する各種審議会・委員会等における女性委員の現況調査と、掲示板を活用した庁内
への啓発を行います。また、『第２次男女共同参画プラン(後期）』概要版を全戸配布し、広く市民
に周知を図ります。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

55555555

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

養成講座16回
開催（４４１人）
ステップアップ
講座２回開催
（４４人）

養成講座13回
（398人）ステッ
プアップ講座2
回開催（56人）

養成講座21回
（467人）ステッ
プアップ講座1
回開催（16人）

養成講座13回
（271人）ステッ
プアップ講座1
回開催（19人）

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第18条第18条第18条第18条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 参加参加参加参加

条文条文条文条文
①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促
進します。進します。進します。進します。
②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。

取り組み取り組み取り組み取り組み 認知症サポーター養成講座の実施

担当課担当課担当課担当課 地域包括支援センター

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容

認知症サポー
ター養成講座
の開催（出前
講座）

認知症サポー
ター養成講座
の開催（出前
講座）

認知症サポー
ター養成講座
の開催（出前
講座）

認知症サポー
ター養成講座
の開催（出前
講座）

認知症サポー
ター養成講座
の開催（出前
講座）

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

認知症になっても高齢者が住みやすいまちづくりを目指し、認知症サポーター養成講座を開催し、認知認知症になっても高齢者が住みやすいまちづくりを目指し、認知症サポーター養成講座を開催し、認知認知症になっても高齢者が住みやすいまちづくりを目指し、認知症サポーター養成講座を開催し、認知認知症になっても高齢者が住みやすいまちづくりを目指し、認知症サポーター養成講座を開催し、認知
症に対する理解者を増やしていきます。またサポーターが地域の様々な場面で活躍してもらえるようフォ症に対する理解者を増やしていきます。またサポーターが地域の様々な場面で活躍してもらえるようフォ症に対する理解者を増やしていきます。またサポーターが地域の様々な場面で活躍してもらえるようフォ症に対する理解者を増やしていきます。またサポーターが地域の様々な場面で活躍してもらえるようフォ
ローアップ講座を開催していきます。ローアップ講座を開催していきます。ローアップ講座を開催していきます。ローアップ講座を開催していきます。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

一般市民対象の講座を定期的に開催し、受講機会を増やしました。また、域学連携事業を活用
し、市内大学、高校、中学校で講座を開催し、さらに小学校でも開催することができました。若年
層へ理解を広めることで、市内全体に認知症支援の輪が広がるよう期待しています。
ステップアップ講座では、グループワークを行い、受講者に認知症支援について主体的に考え
てもらうことができました。認知症サポーターには、認知症カフェ、認知症の普及啓発として街頭
活動や瑞浪地区まちづくりのウォーキングイベントと共催したみずなみオレンジ・シャルソン等に
おいて、活躍していただいています。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

サポーター養成数は減少しましたが、教育機関との連携により、若年層における認知症への理
解者の増加が図れたと思います。
また、受講に留まらず、次の段階として、認知症サポーターとして普及啓発活動や認知症カフェ
に参加していただくこともできました。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

多くの方に参加していただけるように市民向けの開催方法の見直しが必要です。また、受講後の
活動に結び付くような講座内容を検討していきます。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

参加しやすい会場の検討、職域への受講勧奨、教育現場へ引き続き開催できるよう働きかけを
していきます。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

56565656

総務部総務課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

新規

附属機関等に
関する基本方
針の策定

運用の確認 運用の確認

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第18条第18条第18条第18条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 参加参加参加参加

条文条文条文条文
①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促①市は、市政に関する計画の策定及び改廃については、その検討段階から市民の参加を促
進します。進します。進します。進します。
②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。②市は、市政への市民の多様な参加の機会を提供します。

取り組み取り組み取り組み取り組み 附属機関の委員への位置付け

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
附属機関等に
関する基本方
針の策定

運用の確認 運用の確認 運用の確認

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

平成２６年度、「一般公募」と「候補者登録」を併用する公募委員制度を制定し、平成２７年度か平成２６年度、「一般公募」と「候補者登録」を併用する公募委員制度を制定し、平成２７年度か平成２６年度、「一般公募」と「候補者登録」を併用する公募委員制度を制定し、平成２７年度か平成２６年度、「一般公募」と「候補者登録」を併用する公募委員制度を制定し、平成２７年度か
ら運用します。これにより、市政参加の機会を保障するとともに、より幅広く多様な意見を取りら運用します。これにより、市政参加の機会を保障するとともに、より幅広く多様な意見を取りら運用します。これにより、市政参加の機会を保障するとともに、より幅広く多様な意見を取りら運用します。これにより、市政参加の機会を保障するとともに、より幅広く多様な意見を取り
入れ、市民ニーズを的確にとらえた市政運営を目指します。入れ、市民ニーズを的確にとらえた市政運営を目指します。入れ、市民ニーズを的確にとらえた市政運営を目指します。入れ、市民ニーズを的確にとらえた市政運営を目指します。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

附属機関等に関する基本方針において定めた公募委員や女性委員の割合について運用の確
認を行いました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

市民参加の原則により定められた公募委員や女性委員の割合について、各課が運用していま
す。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

附属機関等に関する基本方針に沿って各課が運用を行っているか、確認と検証が必要です。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

附属機関等に関する基本方針に沿って各課が運用を行っているか、確認と検証を行います。
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57575757

市民協働課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

住民投票事例
等情報収集

住民投票事例
等情報収集

住民投票事例
等情報収集

住民投票事例
等情報収集

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

条数条数条数条数 第19条第19条第19条第19条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 住民投票住民投票住民投票住民投票

条文条文条文条文

①市長は、市政に関する重要事項について、広く住民の意思を確認するため、条例で定めると①市長は、市政に関する重要事項について、広く住民の意思を確認するため、条例で定めると①市長は、市政に関する重要事項について、広く住民の意思を確認するため、条例で定めると①市長は、市政に関する重要事項について、広く住民の意思を確認するため、条例で定めると
ころにより、住民投票を実施することができます。ころにより、住民投票を実施することができます。ころにより、住民投票を実施することができます。ころにより、住民投票を実施することができます。
②前項の条例には、それぞれの事案に応じ、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるもの②前項の条例には、それぞれの事案に応じ、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるもの②前項の条例には、それぞれの事案に応じ、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるもの②前項の条例には、それぞれの事案に応じ、住民投票の実施に関し必要な事項を定めるもの
とします。とします。とします。とします。
③議会及び市長は、住民投票が実施された場合は、その結果を最大限尊重します。③議会及び市長は、住民投票が実施された場合は、その結果を最大限尊重します。③議会及び市長は、住民投票が実施された場合は、その結果を最大限尊重します。③議会及び市長は、住民投票が実施された場合は、その結果を最大限尊重します。

取り組み取り組み取り組み取り組み 住民投票条例の策定研究

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
住民投票事例
等情報収集

住民投票事例
等情報収集

住民投票事例
等情報収集

住民投票事例
等情報収集

住民投票事例
等情報収集

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

市として住民投票が必要となった場合、速やかに住民投票が実施できるよう、全国各地の住市として住民投票が必要となった場合、速やかに住民投票が実施できるよう、全国各地の住市として住民投票が必要となった場合、速やかに住民投票が実施できるよう、全国各地の住市として住民投票が必要となった場合、速やかに住民投票が実施できるよう、全国各地の住
民投票事例を研究するなど、情報収集に努めます。民投票事例を研究するなど、情報収集に努めます。民投票事例を研究するなど、情報収集に努めます。民投票事例を研究するなど、情報収集に努めます。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

住民投票事例等の情報収集を行いました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

市政の動向を注視し、当市における住民投票条例の必要性を考えながら研究を行っていく必要
があります。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

特にありません。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

引き続き、情報収集に努めます。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

58585858

市民協働課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

条例施行、会
議の設置運営

会議の運営 会議の運営 会議の運営

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第20条第20条第20条第20条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 市民まちづくり会議の設置市民まちづくり会議の設置市民まちづくり会議の設置市民まちづくり会議の設置

条文条文条文条文

①市長は、この条例の実効性を確保するため、市民まちづくり会議を設置し、毎年開催するこ①市長は、この条例の実効性を確保するため、市民まちづくり会議を設置し、毎年開催するこ①市長は、この条例の実効性を確保するため、市民まちづくり会議を設置し、毎年開催するこ①市長は、この条例の実効性を確保するため、市民まちづくり会議を設置し、毎年開催するこ
ととします。ととします。ととします。ととします。
②市民まちづくり会議は、市長の諮問に応じ、この条例の運用状況を検証し、まちづくりに関す②市民まちづくり会議は、市長の諮問に応じ、この条例の運用状況を検証し、まちづくりに関す②市民まちづくり会議は、市長の諮問に応じ、この条例の運用状況を検証し、まちづくりに関す②市民まちづくり会議は、市長の諮問に応じ、この条例の運用状況を検証し、まちづくりに関す
る施策等について答申するほか、これらについて提言することができます。る施策等について答申するほか、これらについて提言することができます。る施策等について答申するほか、これらについて提言することができます。る施策等について答申するほか、これらについて提言することができます。
③前２項に規定するもののほか、市民まちづくり会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別③前２項に規定するもののほか、市民まちづくり会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別③前２項に規定するもののほか、市民まちづくり会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別③前２項に規定するもののほか、市民まちづくり会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別
に定めます。に定めます。に定めます。に定めます。

取り組み取り組み取り組み取り組み 市民まちづくり会議の設置、運営

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
条例施行、会
議の設置運営

会議の運営 会議の運営 会議の運営 会議の運営

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

市民まちづくり会議設置条例に基づき会議を運営します。市民まちづくり会議設置条例に基づき会議を運営します。市民まちづくり会議設置条例に基づき会議を運営します。市民まちづくり会議設置条例に基づき会議を運営します。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

平成28年7月から29年6月までに年4回、平成29年11月から30年6月までに年4回、平成30年10
月から31年3月までに2回の市民まちづくり会議を開催しました。会議では、市の取組状況を評価
するほか、まちづくり全般に対する取組みについて意見交換を行うなど、条例の運用状況につい
ての検証を行いました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

会議運営について、市民まちづくり会議委員の提案や意見を採りいれながら検証を進めました。
今後も適宜委員の意向を伺うなど、検証の進め方について工夫することが必要です。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

市民が主役のまちづくりを推進するため、行政主導の検証のみとするのではなく、委員の提案や
意向等も採りいれながら検証を進めます。
委員12名中女性委員が3名であり、引き続き女性委員の割合を高めるよう努めます。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

引き続き、委員からの提案や意見を採りいれながら、開かれた会議運営を行います。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

59595959

市民協働課

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

推進方針決定
ＰＤＣＡサイク
ルの実施

ＰＤＣＡサイク
ルの実施

ＰＤＣＡサイク
ルの実施

ＰＤＣＡサイク
ルの実施

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第20条第20条第20条第20条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 市民まちづくり会議の設置市民まちづくり会議の設置市民まちづくり会議の設置市民まちづくり会議の設置

条文条文条文条文

①市長は、この条例の実効性を確保するため、市民まちづくり会議を設置し、毎年開催するこ①市長は、この条例の実効性を確保するため、市民まちづくり会議を設置し、毎年開催するこ①市長は、この条例の実効性を確保するため、市民まちづくり会議を設置し、毎年開催するこ①市長は、この条例の実効性を確保するため、市民まちづくり会議を設置し、毎年開催するこ
ととします。ととします。ととします。ととします。
②市民まちづくり会議は、市長の諮問に応じ、この条例の運用状況を検証し、まちづくりに関す②市民まちづくり会議は、市長の諮問に応じ、この条例の運用状況を検証し、まちづくりに関す②市民まちづくり会議は、市長の諮問に応じ、この条例の運用状況を検証し、まちづくりに関す②市民まちづくり会議は、市長の諮問に応じ、この条例の運用状況を検証し、まちづくりに関す
る施策等について答申するほか、これらについて提言することができます。る施策等について答申するほか、これらについて提言することができます。る施策等について答申するほか、これらについて提言することができます。る施策等について答申するほか、これらについて提言することができます。
③前２項に規定するもののほか、市民まちづくり会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別③前２項に規定するもののほか、市民まちづくり会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別③前２項に規定するもののほか、市民まちづくり会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別③前２項に規定するもののほか、市民まちづくり会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別
に定めます。に定めます。に定めます。に定めます。

取り組み取り組み取り組み取り組み 庁内の条例推進体制の整備と進捗状況の評価

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容
推進方針決定
ＰＤＣＡサイク
ルの実施

ＰＤＣＡサイク
ルの実施

ＰＤＣＡサイク
ルの実施

ＰＤＣＡサイク
ルの実施

ＰＤＣＡサイク
ルの実施

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

基本条例の取組み推進方針を定め、各年度で前年度の実績値を踏まえながら評価を行い、よ基本条例の取組み推進方針を定め、各年度で前年度の実績値を踏まえながら評価を行い、よ基本条例の取組み推進方針を定め、各年度で前年度の実績値を踏まえながら評価を行い、よ基本条例の取組み推進方針を定め、各年度で前年度の実績値を踏まえながら評価を行い、よ
り効果的な施策・事業を各課が提案できるような形で、ＰＤＣＡサイクルを働かせていきます。り効果的な施策・事業を各課が提案できるような形で、ＰＤＣＡサイクルを働かせていきます。り効果的な施策・事業を各課が提案できるような形で、ＰＤＣＡサイクルを働かせていきます。り効果的な施策・事業を各課が提案できるような形で、ＰＤＣＡサイクルを働かせていきます。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

各部署において、30年度の取組評価及び31年度に向けた取組の見直しを実施しました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

各部署では事業等が硬直化する中、引き続き、まちづくり基本条例に照らし合わせた新しい施
策・事業実施が提案されるように呼びかけを行う必要があります。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

市民まちづくり会議における検証結果を担当課へ確実に伝えていく必要があります。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

引き続き、関係各課においてＰＤＣＡサイクルの実践を行うように促します。
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瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表瑞浪市まちづくり基本条例に基づく取組み推進方針　評価表

60606060

市民協働課  

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

29年度見直し

基本条例施行 基本条例運用 基本条例運用 基本条例運用

A
c
t
 

改
善
P
l
a
n
　
次
年
度
計
画

取組
番号

条数条数条数条数 第21条第21条第21条第21条
条文見出し条文見出し条文見出し条文見出し 条例の見直し条例の見直し条例の見直し条例の見直し

条文条文条文条文
市長は、５年を超えない期間ごとに前文に掲げられた理念に照らし条例を見直し、必要な場合市長は、５年を超えない期間ごとに前文に掲げられた理念に照らし条例を見直し、必要な場合市長は、５年を超えない期間ごとに前文に掲げられた理念に照らし条例を見直し、必要な場合市長は、５年を超えない期間ごとに前文に掲げられた理念に照らし条例を見直し、必要な場合
は改正等の措置を講じます。は改正等の措置を講じます。は改正等の措置を講じます。は改正等の措置を講じます。

取り組み取り組み取り組み取り組み 条例の見直し

担当課担当課担当課担当課

D
o
 

行
動
計
画

取取取取
組組組組
みみみみ

スススス
ケケケケ
ジジジジ

ュュュュ
ーーーー

ルルルル

年　　度

取り組み内容 基本条例施行
見直し検討、
必要があれば
審議会の開催

見直し検討、
必要があれば
審議会の開催

見直し検討、
必要があれば
審議会の開催

見直し検討、
必要があれば
審議会の開催

備　　　考

現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後現況評価及び今後
の方向性の方向性の方向性の方向性

条例施行後５年以内に、まちづくり基本条例の運用や市民まちづくり会議の検証の中で洗い出条例施行後５年以内に、まちづくり基本条例の運用や市民まちづくり会議の検証の中で洗い出条例施行後５年以内に、まちづくり基本条例の運用や市民まちづくり会議の検証の中で洗い出条例施行後５年以内に、まちづくり基本条例の運用や市民まちづくり会議の検証の中で洗い出
された課題について検討し、必要があれば条例の改正を行います。された課題について検討し、必要があれば条例の改正を行います。された課題について検討し、必要があれば条例の改正を行います。された課題について検討し、必要があれば条例の改正を行います。

C
h
e
c
k
 

評
価

取組み結果

30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん30年度に取り組ん
だ内容だ内容だ内容だ内容

広報みずなみへの掲載、条例パンフレットの配布などにより広く市民に条例の周知を行いまし
た。また、市民まちづくり会議を開催し、市長の諮問に応じ、条例の運用状況などについての検
証が行われました。

30年度における30年度における30年度における30年度における
所属長の評価所属長の評価所属長の評価所属長の評価

条例に基づく取組み方針により評価を取りまとめており、まちづくり会議での意見を踏まえながら
必要に応じて見直しを検討していきます。

次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見次年度に向けて見
直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す直す内容・改善す
る内容などる内容などる内容などる内容など

条例の見直しを検討していく上で、現在の条例の運用状況を把握していく必要があります。

次年度における次年度における次年度における次年度における
具体的取組み具体的取組み具体的取組み具体的取組み

運用状況をみながら、必要に応じて見直しを行います。
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